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建 設 部 長 佐々木   肇 
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松 永   豊 

総合防災公園管理 
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局 長 鈴 木 順 孝 次 長 鎌 田 直 人 
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──────────────────────────────────────────── 

午前 ９時３０分 開  議 

○議長（鈴木和夫君） おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の出席議員は25名であります。出席議員は定足数に達しております。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（鈴木和夫君） それでは、本日の議事に入ります。 

  本日の議事は、日程第２号をもって進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（鈴木和夫君） 日程第１、これより一般質問を行います。 

  なお、再質問は、答弁に対する質問でありますので、項目番号、項目名を明確に告げ

て、その上発言をお願いしたいと思います。 

  発言の通告がありますので、順次質問を許します。 

  ３番伊藤岩夫君の発言を許します。３番伊藤岩夫君。 

【３番（伊藤岩夫君）登壇】 

○３番（伊藤岩夫君） おはようございます。３番、公明党の伊藤岩夫でございます。議

長から許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

  昨日の早朝、北朝鮮はミサイルを発射しました。ミサイルは日本の上空を越えて、襟

裳岬から約1,180キロメートルの太平洋上に着弾しました。北朝鮮のたび重なる暴挙に

は、心から憤りを感じる次第でございます。 

  本市では、来月27日に西目地域において、このような弾道ミサイルが飛来する可能性

があることを想定しての住民避難訓練の実施を計画しておりますが、まさに昨日の早朝
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は、避難訓練前に事実として事件が発生したこととなります。 

  報道によれば、来月27日に西目地域で行われる住民の避難訓練では、避難者の避難先

は事前に決めないで、各自の判断により避難することとなっております。 

  実際、結果論にはなりますが、Ｊアラートや緊急情報システムでは、頑丈な建物や地

下に避難せよとの情報が、発射４分後に流れました。そして、飛行時間が14分ですので、

実際の避難時間は10分となります。日本着弾だと距離が短くなるので、避難時間はさら

に短くなります。頑丈な建物や地下などを探して避難できる時間はありません。その場

で身を守る方法を考えなければならないと思いました。 

  今回を教訓として、一人一人が備えを万全にし、自分の命は自分で守る大切さを改め

て痛感した次第であります。 

  それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

  大項目１、７月豪雨災害の復旧見通しについて、お伺いします。 

  まず初めに、７月と８月にかけての豪雨により、被災された方々に対しまして、心か

らお見舞いを申し上げます。私どもも全力で復旧に力を注いでまいりたいと思います。 

  近の気象変化の様子は、激しさが増していることが豪雨災害の発生頻度等からうか

がい知ることができます。過去４年間を見ても、平成26年８月、豪雨による広島市の土

砂災害、平成27年９月の関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊、昨年の８月は、相次

ぐ台風での北海道、東北各地の被害が発生しております。そして、本年７月の北九州北

部豪雨と秋田豪雨と、毎年発生しております。 

  50年に１回の大雨と言われていた豪雨が、毎年のように発生する。１日で、過去の同

じ月の１カ月以上の雨が降る局所的な降り方となっています。 

  また、８月22日午後から、再び雨雲の停滞による豪雨が発生し、芋川などが氾濫し、

農地や作業小屋に被害を及ぼしております。こうした激甚的な災害は、復旧まで時間が

かかることが予想され、市民生活にとって大きな影響が考えられます。 

  今回の一般質問では、７月22日から23日に本市を襲った豪雨災害に対する今後の復旧

見通しや取り組みについて、御質問させていただきますが、今月発生した８月豪雨災害

につきましても、今後の調査を慎重に行い、市民の安心・安全な生活が維持できるよう、

迅速な復旧対応をお願いしたいと思います。 

  それでは、中項目（１）市道通行どめ区間の箇所と開通見通しについてお伺いいたし

ます。 

  さきの７月22日午後から23日にかけての豪雨は、本市の全域に甚大な被害を及ぼしま

した。特に、県内で大きな被害が生じた秋田市、大仙市、横手市の近傍地域である大内、

岩城、東由利では、避難勧告や避難指示が発令される事態となりました。 

  ７月25日付の建設常任委員会資料では、日本海沿岸東北自動車道の通行どめや、県管

理道路の通行規制が報告されており、市道においても９路線についての通行どめや通行

規制が報告されております。 

  そこで、市管理の道路において、現時点での通行どめの箇所数と開通の見通しについ

て状況をお伺いいたします。 

  また、通行どめの箇所については、道路の利用者がわかるよう、迂回路の表示は明確

になっているのかもお伺いいたします。 
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  次に、（２）市道破損箇所の修復と点検作業についてお伺いいたします。 

  日常的に利用している生活道路が被災している場合、緊急車両の通行や生活維持のた

め、速やかに修復・修繕を行うことが重要であります。豪雨による被災の中で、市道の

舗装損壊や路床洗掘による路面下の空洞化が見られている箇所があります。 

  特に、山間部の急勾配道路では、雨水の激しい流下により、剝がれた舗装面の下が洗

掘され、目には見えない箇所で空洞化していることがあるため、十分な点検と調査が求

められます。 

  ここでは、特に道路における地中空洞化に注目してみると、道路の陥没や崩落の災害

要因として挙げられる中に地震と雨があります。路面下の空洞化を研究している研究者

のデータ発表によると、地震においては、震度５弱以上の揺れの影響を受けた道路での

空洞化の発生が顕著であり、雨については、６月から８月の豪雨日数の多い時期に空洞

化による事象が多いとされております。 

  近の自然状況を鑑みれば、地震の影響と豪雨頻度から道路の空洞化についても慎重

な調査が必要と考えられます。 

  市道破損箇所の修復と点検作業についての実施状況をお伺いするものでございます。 

  次に、（３）豪雨災害における激甚災害の指定と復旧への取り組みについてお伺いい

たします。 

  本年６月から７月の記録的大雨による九州北部豪雨や本県の豪雨災害は、激甚災害に

指定されました。激甚災害に指定されると、復旧事業の補助率の引き上げなど、災害復

旧の財政面に有利となります。 

  また、事業の進捗にも大いに弾みがつくと言われますが、今後の災害復旧への取り組

みと、激甚指定を受けた面での災害復旧への利点などをお伺いいたします。 

  次に、（４）農地及び農業用施設における復旧支援は、についてお伺いいたします。 

  豪雨災害において、本県の農林水産被害額は約91億円と試算されています。本市にお

いても、河川氾濫による農地の土砂埋没や農業用施設の損壊等、広範囲な被害を受けま

した。本市の農林水産被害の状況と被害額はどの程度でしょうか。 

  また、点在する零細農家など、農地の被害、水路・進入路等の農業用施設被害の復旧

に対しては、市単独災害復旧事業での補助申し込みがありますが、農家も高齢化や共助

体制の弱体化が進み、事業量・復旧費の算出など、提出書類の作成が困難な農家もあり

ます。このような提出書類の作成が困難な農家には、どのような対応をしているのか、

取り組みをお伺いいたします。 

  次に、大項目２、本荘市街地における道路の整備及び課題解決についてお伺いいたし

ます。 

  以前から課題となっている本荘市街地の３路線の区間について、その課題と市の認識、

整備の方向性、実施の可能性について、確認整理のために、提案も含めてお伺いいたし

ます。 

  本案件の質問は、新創造ビジョンの基本政策にうたわれている安全・安心・快適な定

住環境の向上にも資するものであり、市民要望も高い案件であることから御質問するも

のであります。 

  初めに、（１）市道石脇通線の交通緩和策と通学路確保についてお伺いいたします。 
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  市道石脇通線の整備については、平成25年３月定例会で、市民創風会派の渡部専一議

員から一般質問をされておりますが、答弁の内容は、早期の整備着手予定はなく、整備

計画については都市計画道路の見直しを含め、適正な事業手法を模索して次期総合計画

策定の段階で、全体事業の調整の中で検討するとされております。 

  本路線については、幅員が狭いことや、道路内の電柱が支障となっていることなど、

交通安全上、住民や通学・通勤を含む利用者が、現状改善を強く望んでいる路線であり

ます。 

  また、総合防災公園とともに整備される市道田尻石脇線、市道竜巻１号線との連結か

ら、防災道路の機能性を持つべき重要な路線でもあり、総合防災公園の活用機能の効果

を図る上で、今から整備構想を考えるべきであると思います。 

  また、由利工業高校生徒の通学路としても、車両との交錯など、非常に危険な状況で

あることから、道路整備構想とは別に、早急に通学路の整備が必要と考えます。 

  一案として、由利橋右岸下流は用地的に堤防空間が利用可能と思われ、子吉川堤防を

通学路として利用する方法が考えられます。この点については、国との協議を要するも

のとなると思いますが、早急に構想に着手し、協議を行うべきであると思いますが、当

局の見解をお伺いいたします。 

  次に、（２）市道鶴沼薬師堂線の歩道整備及び道路拡幅についてお伺いいたします。 

  市道鶴沼薬師堂線の沿線には、本荘高校、子吉小学校があり、由利高原鉄道薬師堂駅

からの市道利用者も多いものとなっております。 

  市道鶴沼薬師堂線のうち、薬師堂山崎地内は未整備のため屈曲線形が続き、走行車両

の見通しも悪く、歩道のない区間は歩行者が車道との共用のため非常に危険な現状で、

交通安全等住民要望や、通学を含む利用者が現状改善を強く望む区間であります。特に、

冬季においては、車両のスリップや歩行者の滑走での事故が、いつ起きてもおかしくな

い状況であります。 

  通学路の交通安全の確保の徹底については、平成24年５月に文部科学省から依頼文が

出ておりますが、本路線の当該区間は、小学生の通学路として利用されているため、早

急な整備が必要です。 

  また、由利高原鉄道を利用する通学生や、薬師堂駅から自転車通学をしている生徒た

ちは、未整備の危険な車道を自動車と並走しての通学となっております。 

  以上のことから、この区間は歩道と車道の完全分離を講じた整備を早急に行うべきで

あります。フル規格での道路整備が難しい場合には、自歩道の単独設置など、交通弱者

を守る手立てを講ずるべきでありますが、当局の見解をお伺いいたします。 

  次に、（３）国道105号砂子下から国道７号石脇田頭区間の渋滞緩和策についてお伺

いいたします。 

  国道105号砂子下交差点の整備が完成し、見通しも大変によくなりました。しかし、

「朝夕の通勤車両の渋滞も激しくなった」との声が多く聞かれます。これは、市道鶴沼

薬師堂線の整備が完成し、そのときの信号制御が一因として挙げられますが、新組町側

から砂子下方面への直進車両、あるいは国道へ侵入する車両がふえ、砂子下方面から国

道105号への右折車両が国道に入れない状態が交差点での渋滞を増幅させているようで

ございます。そのため、急激な車両の割り込みも頻繁に発生し、通学児童たちへの危険
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性も高まっているとのこと。この改善については、交通量調査を含めた信号制御の見直

しが必要となります。 

  また、国道７号の石脇田頭地区丁字路交差点においては、本荘大橋から秋田方向への

下り車線で朝夕の通勤車両の渋滞が激しくなっています。これは、同交差点を本荘大橋

方向から石脇田尻方向へ左折する車両が減速し、直進車両を阻害するため、渋滞が発生

していると考えられます。 

  この改善については、交通量調査を含めた左折専用付加車線の設置が必要と思われま

す。 

  以上のように、国道105号砂子下から国道７号の石脇田頭区間の渋滞は、市民の交通

利便性を損なうものとなっているため、早期の改善を図るべきであります。 

  本課題は、国道管理者との協議を要するものとなりますが、当局の見解をお伺いいた

します。 

  後に、大項目３、障害者生活支援及び障害者雇用の充実をについてお伺いいたしま

す。 

  障害者支援については、障害の状況、年齢などによってその内容が異なってきますが、

その方の特技、持っている能力を見きわめて対応していくことが重要であります。一人

一人が違う能力を有し、その発掘が当事者の喜びと幸福につながっていきます。また、

障害者の雇用に対するＰＲ活動も社会への理解啓発となり、雇用への大きな弾みとなり

ます。 

  本市においては、総合防災公園施設、木のおもちゃ美術館など新しい公共の施設が建

設中ですが、こうした公共施設における積極的な障害者の雇用の機会や場所の提供によ

り、障害者生活支援及び障害者の雇用の充実を図ることが重要であると考えます。 

  当局の見解をお伺いいたします。 

  以上３点、８項目について質問いたしました。市長の明確な答弁をお願いし、壇上で

の質問を終わらせていただきます。 

【３番（伊藤岩夫君）質問席へ】 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

【市長（長谷部誠君）登壇】 

○市長（長谷部誠君） おはようございます。 

  それでは、伊藤岩夫議員の御質問にお答えいたします。 

  初めに、１、７月豪雨災害の復旧見通しについての（１）市道通行どめ区間の箇所と

開通見通しについてにお答えいたします。 

  ７月22日からの大雨災害については、本市においても甚大な被害があり、現時点での

公共土木施設の被害状況は、河川110カ所、道路227カ所、橋梁２カ所の合計339カ所と

なっております。市道の通行どめは、７月23日時点では冠水箇所を含め36路線でありま

したが、現在は14路線に減少しております。 

  今後の開通見通しにつきましては、公共土木施設災害復旧事業に向け、災害査定を経

て復旧工事に着手することから、いましばらく時間を要しますので、御理解をお願いい

たします。 

  なお、市道の通行どめに係る周知につきましては、主たる利用者が地元住民であるこ
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とから、迂回路表示は行わず、町内会を通じた住民への周知、市のホームページによる

通行規制状況の公表などを行っております。 

  一方、このたびの災害においては、大仙市や空港までの迂回路についての問い合わせ

が数多くあったことから、今後は国道・県道を管理する秋田県と情報共有を図り、いち

早く道路利用者への周知に努めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）市道破損箇所の修復と点検作業についてにお答えいたします。 

  市道の破損箇所227カ所のうち、国の補助事業として申請を予定している33カ所につ

いては、現在、測量設計業務委託を実施しており、現地の調査・測量に当たっては、既

設構造物の背後や基礎部、舗装の吸い出し状況などを重点的に確認するよう指示してい

るところであります。 

  今後の修復については、先ほども答弁いたしましたとおり、災害復旧事業での対応に

は時間を要することとなりますが、そのほか単独での復旧箇所については、８月２日付

で専決処分をしており、現在対応中でありますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（３）豪雨災害における激甚災害の指定と復旧への取り組みについてにお答え

いたします。 

  激甚災害指定については、７月27日に、私と鈴木議長が県庁を訪問し、激甚災害指定

への要望を行うなど、各方面を通じて活動してきたところであります。 

  今回の激甚災害指定は、８月10日に秋田県全体が、農地・農業用施設及び林道の災害

復旧事業等において指定を受けたものであります。 

  激甚災害指定に伴う優位性といたしましては、国庫補助災害復旧事業に係る工事費の

補助率がかさ上げされるほか、通常時は単独費対応となっている査定設計費用に対し、

２分の１が補助されることとなります。また、国庫補助の対象とならない小規模な災害

復旧事業に対しては、有利な起債が適用となるものであります。 

  今後についてでありますが、公共土木施設については、局地激甚災害指定の可能性も

ありますので、まずは指定の根拠となる災害査定に対応するとともに、農地・農業用施

設、林道などの復旧とあわせ、全力を挙げて取り組んでまいります。 

  次に、（４）農地及び農業用施設における復旧支援は、についてお答えいたします。 

  本市における７月22日からの大雨による農林水産被害の状況と被害額につきましては、

８月25日現在で、水稲等浸冠水被害が313ヘクタール、被害額１億200万円、農地につい

ては、土砂流入や畦畔崩落など394カ所、１億3,900万円。農業用施設については、水路

への土砂流入、ため池の決壊、農道の路肩決壊など296カ所、２億7,600万円。林業関係

では、山地崩落などの林地被害が27カ所、4,300万円、林道の路肩決壊など157カ所、１

億9,600万円であり、農林水産被害額は、合わせて約７億5,600万円となっております。 

  市の単独災害復旧事業の申請等の手続につきましては、これまでの災害時におきまし

ても申請書類の記載方法など、懇切丁寧な対応をしてきておりますが、今回の災害復旧

に当たりましても、農家の皆様方がスムーズに事務手続ができるよう、本庁・総合支所

において万全な体制で対処してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２、本荘市街地における道路の整備及び課題解決についての（１）市道石脇通

線の交通緩和策と通学路確保についてにお答えいたします。 

  市道石脇通線については、都市計画決定された道路であり、国道７号と国道105号を
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結ぶ幹線道路としての役割を担っており、また、現在整備中の総合防災公園へのアクセ

スルートとして重要な路線であると認識しております。以前より交通量の増加に伴う交

通渋滞や、通学路として危険な状況であるなど、多くの課題を抱えた路線であるものの、

拡幅整備については、住宅密集地を通過することから多大な整備費用を要するため、全

線の整備には至っておりません。 

  これまで、課題解決に対応するため、平成11年度に有識者をオブザーバーに迎え、石

脇地区の方々によるワークショップを開催し、石脇まちづくり計画を策定しております。

この計画に基づき、通学路確保のための石脇地区自転車・歩行者専用道路の整備や、石

脇新町交差点の改良、竜巻町内に歩道を設置するなどの整備を行ってまいりました。 

  現在、石脇通線を含めた都市計画道路全体について、都市交通体系調査を実施し、平

成28年度から有識者による都市交通マスタープラン策定委員会を開催しながら、実効性

の高いマスタープランを策定し、平成30年度には都市計画道路網の見直しを目指してま

いります。 

  なお、現状の子吉川堤防につきましては、国土交通省から、歩行者や自転車が自由に

通行できる空間として整備したものと伺っており、現在も高校生や市民の皆様に多く利

用されておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）市道鶴沼薬師堂線の歩道整備及び道路拡幅についてにお答えいたします。 

  市道鶴沼薬師堂線の道路拡幅につきましては、市といたしましても通学児童生徒の安

全確保のため、改良の必要性がある重要路線と認識しております。現段階では、実施に

向けた路線計画や整備手法を含め、総合計画「新創造ビジョン」の後期計画に組み入れ

て実施することとしております。 

  なお、自歩道の単独設置については、余分なスペースがなく、拡幅と同様に用地・補

償費などが発生するため、一体化した整備が望ましいものと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。 

  次に、（３）国道105号砂子下から国道７号石脇田頭区間の渋滞緩和策についてにお

答えいたします。 

  国道105号砂子下交差点の信号制御の見直しにつきましては、以前より由利本荘警察

所に対し要望しておりますが、検証の結果、現状では対応できないとのことから、今後

も交通量の推移を見守りつつ、引き続き働きかけてまいります。 

  こうしたことから、児童生徒の通学時における安全につきましては、学校関係団体に

よる見守り活動や、交通安全協会を初めとした各種団体との連携により確保してまいり

ます。 

  また、国道７号田頭交差点の渋滞につきましては、ショッピングモールなどの建設や

宅地開発による交通量の増加が大きく影響しているものと考えております。田頭交差点

の左折専用車線設置を含め、国道７号の渋滞緩和対策について、国道管理者へ要望して

まいりますので御理解をお願いいたします。 

  次に、３、障害者生活支援及び障害者雇用の充実をについてお答えいたします。 

  本市では、現在、障害がある方への就業に関する相談については、昨年４月、二番堰

に開設した由利本荘地域生活支援センター内の「障害者就業・生活支援センター Ｅサ

ポート」において、一般企業等への就職や、就職後の生活サポート等、各関係機関と連
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携して一体的な支援を行っております。 

  また、市を初め地域の関係機関が、ことし２月、由利本荘市商工会に対して障害者雇

用の拡大を要請し、就業機会の確保に努めております。さらに、法定雇用率の引き上げ

に伴い、来年度の市役所職員の採用においては、新たに障害者を対象とした採用枠を設

けたところであります。 

  御質問の総合防災公園、おもちゃ美術館は、指定管理による運営を予定しており、管

理受託者に対し、広く障害者個々の特性に応じた就業機会の確保をお願いしてまいりま

す。 

  以上であります。 

○議長（鈴木和夫君） ３番伊藤岩夫君、再質問ありませんか。 

○３番（伊藤岩夫君） 詳しい御返答ありがとうございました。 

  それで、大項目１、７月豪雨災害の復旧見通しについての（１）市道通行どめ区間の

箇所と開通見通しについての中で、 後のほうの道路利用者に迂回路の表示という部分

がありますけれども、これについては、国道、県道というのはやはり広域なものですか

ら、迂回路の表示を具体的にしなければ、利用者にとって、かなり遠回りになるという

観点から、標識の利用はしていると思いますけれども、市道についてはホームページ等、

それから地域住民の利用となることから町内会に周知徹底を図ると、口頭で図っている

というふうなことで理解をいたしました。 

  ですけれども、やはり市道といえども、由利本荘市も合併してから、一応日本一広い

ような土地でありますので、迂回路が長くなるような場合は、やはりそこには表示をし

っかりしていっていただきたいと思いますけれども、もう一度その辺のところの御回答

をお願いいたします。 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 再度のお尋ねでありますが、市道については、迂回路は表示を行

わず、町内会を通して住民に周知をさせて、市のホームページで通行規制の状況を公表

しております。また、空港、あるいは大仙市までの迂回路についての問い合わせが、今

回も非常に多ございましたので、県と情報共有を図りながら、道路利用者へきちんと周

知を図ってまいりたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ３番伊藤岩夫君。 

○３番（伊藤岩夫君） よろしくお願いしたいと思います。 

  市道についても、県、国と重複する部分もあると思いますけれども、その辺のところ

はよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、そうすれば大項目１、（２）の市道破損箇所の修復と点検作業についてと

いうことでございますけれども、公共土木施設災害復旧事業については、測量調査等時

間がかかるということでございます。確かに、災害に対する公共土木施設災害復旧事業

に対しては、やはりその直し方が、国のほうで適当かどうなのかというふうな査定期間

等あると思いますけれども、時間がかかる、要するという返事だけでは、ちょっとわか

らないと思いますので、ことしの末までに何ができて、来年はどうするかというふうな

大まかな見通しだけでも答えていただけませんでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 
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○市長（長谷部誠君） 建設部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 佐々木建設部長。 

○建設部長（佐々木肇君） 伊藤岩夫議員の再質問にお答えいたします。 

  現在、災害査定が10月中旬から開始される予定と伺っております。ただ、これにより

まして、災害査定による復旧金額等がまとまり次第、県を通じて配分がなされるものと

思われますが、その金額等によりましても、その時期がまだ不明確でありますので、今

年度中に着工はできる部分があるかと思いますが、全てが今年度中に着手できるという

形には、万が一ならない可能性もございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（鈴木和夫君） ３番伊藤岩夫君。 

○３番（伊藤岩夫君） わかりました。まだ明確な、数値的な、時期的な工程は、現時点

では余りよく示せないということのようでございますので、被災された公共施設につい

ては、いろいろ市民も利用していますし、個人的には農地災害とかそういうものについ

ては、いつまで何ができるのかという個々の時期的なもの、将来の計画もあるでしょう

から、関係者の方々にできるだけ迅速に周知徹底をしていただきたいと思います。 

  それでは、大項目２番、本荘市街地における道路の整備及び課題解決についての（１）

から（３）番まで全体のことですけれども、これについては、由利本荘市民が日常的に

使っているインフラ、道路でございます。そこが何年も改善されないで、みんなが不便

をこうむっているということに対しては、予算的に事業費がかかるということで見直さ

れているようですけれども、これについては総合計画もあるでしょうけれども、独自の

そういう不便を解消とする意味でも、ぜひ構想、計画、実施というのに向けた、全体的

なものとはまた切り離した形で、迅速に計画していくべきなのかなと思っています。 

  その辺については、どうお考えでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 先ほど答弁をいたしましたとおりでありますが、本荘市街地にお

ける道路の整備については、この３点の道路を御指摘いただいておりますが、大変重要

な路線ということは、重々承知しております。今後、大変な整備費用もかかりますので、

全線の整備について、いまだ至っていないわけでありますが、できるだけ期待に応える

べく、努力をしてまいりたいと思います。 

【「終わります」と呼ぶ者あり】 

○議長（鈴木和夫君） 以上で、３番伊藤岩夫君の一般質問を終了いたします。 

  この際、約10分間、10時20分まで休憩いたします。 

午前１０時１０分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

午前１０時２０分 再  開 

○議長（鈴木和夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  25番佐藤勇君の発言を許します。25番佐藤勇君。 

【２５番（佐藤勇君）登壇】 

○２５番（佐藤勇君） 議長のお許しを得ましたので、質問をいたします。市民創風の佐
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藤勇です。 

  まず、一言申し上げます。 

  まずもって、今夏の自然災害に遭われた全国、全県、そして本市の関係皆様に心から

お見舞いを申し上げます。そしてまた昨日早朝、北朝鮮によるミサイル発射の例えよう

もない暴挙に全国民、全世界が震撼したのであります。一方、軍事的覇権国家による尖

閣諸島ほか排他的経済水域ＥＥＺへの戦艦等の領海、領空、領土侵犯を繰り返す蛮行、

そして国家間での条約も平気で踏みにじる国際ルール無視の暴徒、隣国たちに、何ら効

果的措置をとれない現在の日本国憲法、主権国家の体をなしていない現憲法の不備不足

をただすこともできない野党国会議員の無責任さ、国会質疑審査もそうではないか、そ

うだろうと決めつけた印象操作的な加計、森友問題に終始し、質疑時間の８割が与えら

れているにもかかわらず、野党は信憑性のない個人攻撃、政権批判で肝心の国益国防を

たださない国会に、国民はあきれるばかりでありました。 

  さて、質問ですが、私は、議員は１期４年が命、後がないとの信念で走ってまいりま

した。今回は一つの区切りとして、これまで寄せられた多くの提言や叱責の中から、項

目10点について質問をいたします。 

  大項目１番、市営住宅の維持管理について。 

  （１）番、補修修繕について。 

  市には、条例によって市営住宅、特定公共賃貸住宅、公共住宅などがあります。市営

住宅とは、公営住宅法に基づき、市が国からの補助金を受けて建設・運営している賃貸

住宅であります。市営住宅設置の目的は、国と市が協力して、市民が健康で文化的な生

活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困っている所得の少ない方に、安い家賃

で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとなっており

ます。 

  また、入居者の決定、家賃の納入、入居者の遵守事項などは、市の条例により規定さ

れております。運用等や20条修繕費用の負担については、「市営住宅及び共同施設等の

修繕に要する費用は、市の負担とする。」、そして、括弧書きに、「畳の表替え、破損

ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない

部分の修繕に要する費用は除く。」としております。市営住宅管理条例第18条、第19条

においては敷金や、それと共用部分、通路、階段等について定めております。 

  本市の場合、供用部分の清掃等については、当番制にするなど、一定のルールを決め

て入居者が行っているのか、実態からは想像できません。個々の管理についても、玄関

ドアのレール、戸車の劣化などは、入居者と市のどちらが責任を持って補修するのか。

住宅のドアの開閉に支障を来している実態があります。長く放置すれば、ドアごと取り

かえの事態も生じかねません。小破修理を適宜行うことによって、市有財産の長寿命化

につながると思いますが、どのような状況になっているのかお伺いします。 

  大項目１の（２）番、戸外周辺の環境保全について。 

  由利本荘市営住宅管理条例第23条、「入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を

及ぼす行為をしてはならない。」、入り口や周囲に雑草が過繁茂しており、景観として

も衛生的にも良好とは言えないところもままあるようであります。入居者自身の責任に

おいて、適切な維持管理は当然のことと思いますが、責任を放棄し、長く放置している
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場合、適切な指導管理等をどのように対応しているのか伺います。 

  大項目１番、（３）経営的な視点に立った管理運営についてでありますが、市営住宅

は企業経営ではなく、あくまでも住宅困窮者の生活向上、社会福祉上の事業であります

が、公社制をしいているところもありますので、際限がないわけではありません。自治

体側として、 低限の公共住宅の経営理念・感覚について、家賃の徴収、滞納や一般的

な補修、また償却年限や収支の整理などはどのように管理されているのかお伺いいたし

ます。 

  大項目２番、公文書の送付に係る経費について。 

  年間を通して、総合支所を含む庁舎からの公文書発送は、大小の封書・はがきから多

種多様でありますが、それに伴う経費は庁舎全体で年間どのくらいなものか。電子自治

体を標榜して以来、何か変化があるのか。 

  通知や配布のものでも、イベントの中身によっては、大きな封筒を使用しなくてもレ

ジュメだけで十分役割を果たすものが少なからずあるように感じております。行政改革

の初歩的段階でもあると思いますが、経費削減に向け、担当や所管の中での取り組みに

ついて伺います。 

  大項目３番、建設業許可取り消し処分に関連して。 

  市内建設業者の建設業許可取り消し処分について、市発注の事業でＪＶを組んでいる

現状から、今後の事業推進に支障はないか伺います。 

  大項目４番、水林球場の効率的運用について。 

  （１）番、維持管理と年間の利用実績について。 

  水林グリーンスタジアム、本荘由利総合運動公園野球場、対応種目は野球、１種公認、

ソフトボールで全面人工芝、駐車場が290台の整備内容であります。かつては、全国高

等学校野球選手権秋田大会の会場に使われていましたが、平成16年からその役目をグリ

ーンスタジアムよこてに譲っているようであります。 

  施設の老朽化で、平成23年度から工期２年、総事業費およそ８億1,000万円をかけて

リニューアルされ、利用者に喜ばれております。本市初の人工芝グラウンドであります。

人工芝という特殊なグラウンドであり、利用上や維持管理上の課題はなかったのか、な

いのか。また、天候にも左右されるわけですが、年間どのくらの利用があるのか、市内

外を含めて利用者の態様等についても伺います。 

  大項目４、（２）番、合宿誘致について。 

  年間の利用状況について、各種大会以外の利用促進を図るべきではと思います。 

  近隣市町の合宿誘致等を参考に、その考えはないのか。県内外、市内野球熱は、小学

生から500歳野球まで各種大会で大変な活躍であります。実業団、大学などの合宿の機

会があれば、市内外から野球好きの人が集まり、相互交流により本市をＰＲできますし、

何よりも人、物、金が動きます。 

  総合防災公園合宿所も来年オープン予定です。いろいろ組み合わせを持った市内施設

の有効利用の展望についてお伺いいたします。 

  大項目５番、ケーブルテレビの運営管理について。 

  いろいろ試行錯誤で日々研さんし、加入促進にも当局の真剣な努力に敬意を表すると

ころであります。日夜休日返上で、日々スタッフの並々ならぬ努力にも感謝するところ
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であります。 

  また、この件につきましては、これまで数人からの質問に答弁もあったところであり

ますが、通算の膨大な事業費投入に対し、トータル35.5％の加入率の数字は、一般市民

においても納得のいかないところであります。特に、地域差があることにも問題があり

ます。由利本荘市中心地域にかかわるあまたの事業推進から考えますと、中心地旧本荘

市は、合併前には想像もつかなかったほどのソフト、ハード事業を推進してきたことは

周知のとおりであります。しからば、この事業も市全体として事業推進を行っている投

資額の莫大な事業でもあります。８つの地域の文化、歴史など、市民の情報共有や地域

融合を図れる有効な手段として推進してまいった事業でありますことを踏まえ、理解し

ていただかなければならないと思います。 

  周辺地域では、少しずつ人口減少、過疎化が進んでおります。そういった実情も自分

のまちのこととして市民一体となって共有していただきたいと思います。 

  市内中心部は、大型ダンプカーも通行できるような歩道が張りめぐらされ、片や旧町

単位では、通学路に歩道もない危険にさらされた子供たち、交通弱者の現状もままあり

ます。この一部の箇所については、市長の真摯な決断において、前倒しで10年来の悲願

達成の方向に向かいつつあります。このことだけでも、地域は大いに感謝しているとこ

ろであります。 

  もし、このままの状態で合併市町の理念、メーンである政策事業に賛同を得られない

状態が続く場合には、期限や規則を設定し、 低でも地域何％以上の加入を義務づけ、

不履行な場合は当地域への関連事業の優先順位云々等を考えていくことも視野に入れる

ようなことも想定されます。これこそが自助・共助・公助の精神ではないでしょうか。

このままでは、本来の目的が中途半端で推移することになります。 

  かなわなければ、単なる行事予定とか、本当のお知らせ程度に全域全戸に無料配信し

て、ケーブルテレビの形態そのもののあり方や、市広報のあり方を検討していくなど、

行政改革は幾らでも創造できると考えます。 

  一般財源から毎年億円単位の繰り入れは、加入率から見ても、正常とは考えられない

と思います。独立採算制で視聴率を高めて、低廉な視聴料等で市内全域に公平に市の情

報が行き渡るような仕組みを考えるべきことを提案しまして、以下３点について質問を

いたします。 

  市全体で視聴することが可能になったときからの通算の事業費は幾らでしたか。 

  加入率35.5％の現状に関し、費用対効果についての所見と加入率の上がらないその一

番の原因は何であると捉えているのか、お伺いいたします。 

  大項目６番、学校教育に関連して。 

  （１）番、定年前退職教職員数はおよそ何人かについてであります。 

  平成26年８月４日、文部科学省が平成24年度の学校教員統計調査を発表しております。

新聞報道という形で注目されたのは、精神疾患で退職、休職した職員の人数であります。 

  公立小学校の平成24年度の退職教員数は１万8,007人、定年が67％、定年外が33％、

公立中学校が8,684人、定年が57％、それ以外が43％、公立高等学校はといいますと

6,302人、定年が70％、そのほかが30％となっております。その多くは、精神面での課

題が多いことに関心が集まっていると報じられました。 
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  本市内小中学校を私たちが訪問した限りでは、子供も先生も生き生き授業であり、そ

のような感じはなく、第三者のいろいろな心配を払拭するような雰囲気でありました。

ただ、全国的な統計の中での参考でありますので、他山の石として見過ごされないこと

でもあるかと思います。 

  この報道では、定年前退職・離職者が驚くほど多くおられることが示されております。

全国上位の学力と、一昨日も大々的に報じられている秋田県、そして、由利本荘市の実

態はどうなのか、また休職中の先生もおられるのかお伺いいたします。 

  大項目６番、（２）教職員の勤務実態は激務ではないかについてであります。 

  先ごろ、市内小中学校の訪問の機会があり、授業参観させていただきましたが、私た

ちが参観する分においては、疲労とか重労働などの感じはなく、むしろ生き生きとした

先生と子供たちの触れ合い、はつらつ元気いっぱいの授業ぶりに感心してまいったもの

であります。 

  松野文部科学大臣は、平成29年６月22日の中央教育審議会総会で、小中学校教員の長

時間労働解消に向けた負担軽減策を検討するよう諮問しており、中教審は教員の業務内

容の見直しや地域との連携、勤務実態に合わせた処遇改善策などを議論しております。

諮問委員会では、学校と地域・家庭との役割分担や、部活動指導員や事務職員、ソーシ

ャルワーカーといった教員以外の人材との連携促進、ＩＣＴ、情報通信技術を利用した

負担軽減策などの検討も求められました。 

  出席した委員は、まずは教員の仕事の範囲を見直し、業務量を減らすことが大切と述

べておられます。教員の勤務時間管理や処遇も検討課題とされ、公立学校の教員は、時

間外手当が支給されないかわりに、給料の４％相当額が教職調整額として一律支払われ

ていることに、委員からは、この仕組みについては勤務実態が把握しにくい、自発的で

無制限な残業を助長するなどと指摘があり、調整額の廃止や超過勤務手当の支給などを

求めたとあります。 

  この８月25日には、文部科学省は、来年度の概算要求、公立小中学校の教職員は

3,000人の自然減になるとして、3,800人の増を盛り込んだ新聞報道がありました。長時

間労働の働き方改革推進とともに、次期学習指導要領に対応して、小学校の英語などの

専科教員の増員を目指すとしております。 

  今回、陳情書にもありますように、文科省の勤務実態調査では、教諭の平均勤務時間

は10年前から30分以上ふえ、小中とも１日平均11時間を超えた。過労死のリスクが高ま

るとされる月平均80時間以上の時間外労働に相当する教諭も中学校で約６割、小学校で

約３割に上った。速報値などからも、教職員の働き方・労働時間に関する報告では、ほ

とんどの教員の１カ月の時間外労働が80時間を、既に一割の教員が精神疾患と強い関連

性のある100時間超時間外労働になっていることが明らかになったとしております。本

市の実態についてお伺いいたします。 

  大項目６番、（３）児童生徒に適した社会事象の伝達をについてでありますが、一部

の小学校では、一部のマスコミが偏向的報道をした件を学校の掲示板にコピーしてきた

ものを掲載するなど、少し行き過ぎた感じがしました。学校で購読していない新聞の切

り抜きでありましたが、やはり純粋な子供たち、未来に羽ばたく子供たちには、公平無

私な形で世の中の出来事を提供して、正しい判断ができるように教え導き育てることを
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願うものであります。正しい判断ができる子供を育てる、それが子育ての目的ではない

でしょうか。 

  信憑性のない偏った新聞の偏った報道を、さも本当らしく、個人や政権党をおとしめ

るような、そして印象操作の疑い強い一方的なニュースやどぎつい写真を学校の掲示板

に載せることが、果たして純粋な子供たちの判断を養えるのか、私は疑問に思いました。 

  例えば、もしその先生が、社会科等の先生であったとしても、あるいは授業外の道徳

の時間など、そのような考え方や印象のもとで教えているのかなと推しはかられるので

ありますが、教育長の御所見をお伺いいたします。 

  大項目７番、由利本荘市職員に関連して。 

  （１）番、定員管理の目標値についてでありますが、由利本荘市職員定数条例におい

て、職員とは一般職に属する常勤の職員であります。臨時の職員並びに消防団員及び県

費負担教職員は除かれます。もっと丁寧に申し上げますと市長、上下水道局、公平委員

会、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、消防及び学校その他

の教育機関の事務部局等に常時勤務する一般職に属する職員であります。臨時的任用職

員は除かれます。 

  本市の職員定数条例では、議会が９人、市長の事務部局が一般補助職員967人、消防

職員が197人、教育委員会が事務局職員54人、教育機関職員が183人、選挙管理委員会が

６人、農業委員会が８人、監査委員が４人、地方公営企業の管理者及び職員69人、合計

1,497人であります。実態は、条例の上限までの職員数なのか。また、地方公務員法58

条の２及び由利本荘市人事行政の運営状況の公表に関する条例に基づいて行っているも

ののようですが、定員管理の数値目標として平成17年４月１日から平成32年４月１日に

おける数値目標として、1,453人から15年後の、間もなくですが平成32年４月１日は975

人と想定しております。現在の実数と定員管理の進捗について伺います。 

  大項目７、（２）番、臨時職員に対する賃金・身分保障についてでありますが、臨時

職員の方の働きも、一般職員以上の業務量をこなしておられる分野もあります。賃金そ

の他、どのような保障になっているのか、全職員の半分ほど、ここはちょっと人数が定

かでありませんが、縁の下の力持ちとなって働いてくれているのが実態であります。職

員名簿にも登載されておりません。その評価をどこに形としてあらわしているのかお伺

いいたします。 

  大項目８番、全国レガッタに関して。 

  （１）番、アクアパル対岸の雑草について。 

  由利本荘市は、市民ボート大会や市内高校生、中学生のボート熱が盛んであります。

輝かしい成績を上げております。先般もボート全国大会優勝入賞で、市内パレードを行

うなど、目覚ましい活躍ぶりであります。別称ボートのまちとみずからも標榜して、そ

れに関するさまざまな行事やイベントを繰り返し行ってきた実績を持つことは、自他と

もに認めるところであります。特にことしは、全県レベルの催しや全国大会の数も、教

育関係からスポーツ関係、文化に及ぶ盛況さであります。 

  その中でも、レガッタ全国大会は、ボート場施設を有している市町村が回り番、当番

制で行う全国各地の自治体交流には欠かせない一大イベントとなっております。 

  見渡せば自然に生えた雑草でも、見た目には景観上余りよくは映りません。障害物な
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どもあり、根こそぎ刈り草をするわけにもならないと思います。せめて頭を刈り、整然

とするなど、大会に向けての対応をお伺いいたします。 

  次に、大項目８番、（２）看板・表示板の充実をでありますが、関係機関、所管が工

夫して仕上げてくれた表示板作成等の努力を評価するものであります。 

  せっかくアクアパルに掲げたレガッタ全国大会の標示が小さく、どの方向からも判別

できないので、もっと大きくするか、しかるべき場所に横断幕を掲げるなどして、士気

高揚を図るべきと思います。 

  平成元年３月、策定された子吉川環境整備構想に基づき、市が整備を進めていた河川

利用総合レクリエーション施設で、平成８年４月にオープンしておりますアクアパルの

名称は、水に親しみ、多くの目的を持つ仲間が集うところという意味で、母なる子吉川

をより一層親しみのある場とするとともに、水や川に関する情報収集や学習の場として、

また、人と人との交流の場として設定されたとあります。この施設は、競技用ボートや

カヌーなどを収納する艇庫を初め、会員制のフィットネスジムなどのスポーツゾーンと、

子吉川の自然や歴史を楽しみながら学べる「水と川のミュージアム」、講演会やミニコ

ンサートなど多種多様な催しができる多目的ホールなど、文化活動ゾーンから構成され

る全国的にも珍しいユニークな複合施設であります。看板の工夫についてお伺いいたし

ます。 

  大項目９番、公共新聞の公平な閲覧に関してでありますが、今、国内でも新聞、テレ

ビほかマスコミの報道は偏向的な報道が多く見受けられると識者、評論家が懸念する論

評を発信しております。 

  情報を伝達するための媒体が、テレビ、新聞、雑誌、電話、手紙、広告、音楽、ラジ

オ、本、インターネットなどで、それらを総称してメディアと呼ばれます。主権者であ

る国民が、国内外情勢について的確な判断を下すには、政治経済、社会を初めさまざま

な分野の知識や情報を手軽に入手できる環境が何より大切であります。国内外の誠実な

ニュースや報道は、多様な見方や論評を掲載しており、同じニュースでもさまざまな視

点に接することが、その人となりの見方を形づくることにつながります。ましてや、国

民に伝えるべき、伝えなければならない事象を伝えない新聞だけをそろえても、公平な

判断は期待できないのであります。 

  放送法第４条は、政治的に公平であること、意見が対立している問題についてはでき

るだけ多くの角度から論点を明らかにすることとあります。 近の新聞やテレビは、事

実や、読者、視聴者が考えるための材料をありのままに提供することよりも、自分たち

の主義主張に都合のよいことだけ熱心に報道しているのが実態であります。報道しない

自由の行使が、逆にマイナスになっていることに気がつかないのであります。 

  全国５大紙として、読売、朝日、毎日、産経、日本経済新聞が挙げられておりますが、

この５紙だけは、せめて幅広い視野で１人でも多くの市民の目にとまるように閲覧の機

会に配慮が欲しいと思います。 

  学業も、全国有数の自治体として誇れる市民、県民であり続けるためにも、公共の場

に提供いただきたいと切に思うものであります。由利本荘市民は、どこでもいつでも自

信を持って、正しい判断を培えることのできる賢い市民でなければなりません。そのよ

うな観点からも、ぜひ世界各国や国内の率直な論評を伝える新聞を庁舎ロビーに置くこ
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とを提案し、市長の見解をお伺いし、御即断を切望するものであります。 

  次に、大項目10番、市内道路標示・案内板に関して。 

  （１）番、出張所の案内板について。 

  不特定多数の方が訪問する役所の看板は、地域の安心感にもつながります。出張所管

内の概略の地図などを添えたら、さらに効果があるかと思います。簡単な標示さえない

出張所もあります。特に、市内外からの訪問者が多くなっている昨今、一考を要すると

思います。 

  また、その地域にあっては、公共施設が全くなく、ただそれだけのところもあります。

その対応について伺います。 

  大項目10番、（２）番、案内標識の劣化について。 

  道路標識や案内板は、その自治体の地域の顔でもあります。秋田県一広い範囲の由利

本荘市は、隅々まで気遣いが感じられるなあと心から思われる配慮であってほしいと願

うものであります。どんなに中心から離れても、行政の目が行き届いているあかしとし

て、ぜひ隅々への気配りを願うものです。 

  風雪に耐えて何年、ところどころの道路標示板が劣化し、景観上も思わしくないとこ

ろもあります。その対応についてお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

【２５番（佐藤勇君）質問席へ】 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

【市長（長谷部誠君）登壇】 

○市長（長谷部誠君） 佐藤勇議員のご質問にお答えいたします。 

  初めに、１、市営住宅の維持管理についての（１）補修修繕についてにお答えいたし

ます。 

  市営住宅を適切に維持していくために、市営住宅管理条例第20条及び第21条の内容を

具体例で明示した由利本荘市営住宅維持管理マニュアルにより、市と入居者双方が住宅

の維持管理のために負担すべき区分を明確にし、入居前に行う入居説明会で理解を得て

いるものと考えております。 

  例といたしましては、屋根の雨漏りや給湯器のふぐあいのほか、内装などの経年劣化

によるものは市が修繕を行いますが、入居者には障子の張りかえや、水栓のゴムパッキ

ンの取りかえなどをお願いしております。 

  市営住宅の適正な維持のためには、市が行う維持修繕と、入居者自身が日ごろより自

分の住まいという意識を持って、住宅を管理しながら使用していただくことが必要と考

えております。入居者が担う修繕につきましては、今後も維持管理マニュアルに沿って

対応していただくよう指導してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）戸外周辺の環境保全についてにお答えいたします。 

  市営住宅の敷地内の環境保全につきましては、大がかりな環境整備などは市が、また、

敷地内の除草や側溝清掃などは入居者に協力をお願いするなど、市営住宅管理条例第23

条の入居者の保管義務等の定めに従い、それぞれの立場で居住環境の維持管理を行って

いるところであります。 

  入居者からの維持管理に御協力を得られず、景観を阻害し、衛生上も近隣に御迷惑と
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なっている場合には、市が十分な説明と指導を行い、御理解と御協力を求めてまいりま

す。 

  また、空き家周辺の環境保全につきましては、市が適切に行い、団地の環境の維持に

努めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（３）経営的な視点に立った管理運営についてにお答えいたします。 

  平成28年度の収支状況ですが、市営住宅使用料として約１億4,360万円となっており

ます。一方、市営住宅の運営に係る経費として、修繕費用約4,360万円に必要な経費を

加えますと約１億1,720万円となり、そのほかに起債償還額が約１億6,100万円となって

おります。 

  市営住宅は、住宅に困窮する低所得者層に対し、低廉な家賃で住宅を供給することを

目的としております。そのため、各世帯の所得額に応じて家賃を算定することとなって

おり、国は、市の負担軽減のために、建設後10年間は家賃に対する補助金を交付するな

ど、市営住宅は市民生活の安定と社会福祉に寄与する、生活セーフティネットとしての

役割を果しております。 

  経営的な視点に立った住宅事業としての運営も重要ではありますが、市営住宅供給の

目的に照らすと難しい側面もございますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２、公文書の送付に係る経費についてにお答えいたします。 

  本市における切手や郵送料などに係る通信運搬費は、平成28年度で約8,230万円とな

っております。これまでも、個人情報保護を第一に、公文書の内容による封筒の使用可

否や、使用する封筒書類などを総合的に判断し、さらに経費削減として郵送割引制度の

活用や、職員による直接配布、納税通知書送付用の封筒印刷に広告料収入を充てるなど

の対策を図ってきたところであります。 

  今後も、職員の意識向上を図りながら、さらなる経費削減に取り組んでまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

  次に、３、建設業許可取り消し処分に関連してについてお答えいたします。 

  このたび、秋田県から建設業許可取り消し処分を受けた業者が関連する特定建設工事

共同企業体、いわゆるＪＶ企業体への市発注工事は３件ございます。現在、ＪＶ企業体

の構成会社に対し、今後の企業体の構成、施工体制等を確認するための書類提出を求め

ているところであります。建設業法では、建設業許可がその効力を失った場合は、処分

を受けた者、または承継人は処分を受ける前に締結された請負契約に係る工事に限り施

工することができるとされていることから、工事の施工、完成には支障がないものと考

えております。 

  次に、４、水林球場の効率的運用については、教育長からお答えいたします。 

  次に、５、ケーブルテレビの運営管理についてにお答えいたします。 

  ケーブルテレビ事業は、平成17年度から順次整備され、平成22年４月から市内全域で

視聴可能となっており、この間の事業費は90億6,000万円であります。当事業は、合併

時に地域間の情報格差の解消や一体感の醸成を図ることを目的に、国の補助金や合併特

例債などを活用し、整備を行ったものであります。昨年実施したアンケート調査では、

各地域の話題や行政情報などが自宅にいながら視聴できると、多くの皆様から好評を得

ております。 
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  また、さきの７月22日からの大雨災害では、音声告知放送を活用した避難指示など、

防災面でも重要な情報伝達媒体として一定の効果があったものと考えております。 

  次に、加入率についてでありますが、本年７月末の加入率は35.66％で、平成22年当

時より1,437世帯、率にして4.54％と、毎年少しずつ増加しております。しかしながら、

本荘地域中心部の加入率が10.5％と低くなっており、これはテレビの電波状況やインタ

ーネットの接続環境が整っていることが要因の一つと考えております。 

  そのため、各種イベントでのＰＲに加え、今年度、新たに由利組合総合病院ホールに

おいて、一週間分の番組を放映し、加入促進に努めているところであります。 

  今後も、さまざまな機会を捉え、広く魅力をお知らせして加入率向上を図ってまいり

ますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、６、学校教育に関連してについては、教育長からお答えいたします。 

  次に、７、由利本荘市職員に関連しての（１）定員管理の目標値についてにお答えい

たします。 

  本市では、平成19年３月に第１次定員適正化計画を策定し、平成22年度までに、市町

村合併に伴う管理部門などの整理、調整を実施し、さらに平成23年11月策定の第２次計

画では、指定管理者制度への移行や民営化にも取り組み、段階的、計画的に定員適正化

を図ってまいりました。 

  本市の条例における職員定数は1,497人でありますが、これまでの取り組みの結果、

第１次段階で約290人、第２次段階では約130人減少し、平成17年４月１日の職員数

1,453人から、平成29年４月１日現在の職員数は998人となっており、455人減少してお

ります。 

  今後もアウトソーシングなど、効率的な事務執行体制を目指し、第３次定員適正化計

画のもと、３年後の平成32年度には、目標を975人としており、業務量に応じた適正な

定員管理に努めてまいります。 

  次に、（２）臨時職員に対する賃金・身分保障についてにお答えいたします。 

  由利本荘市の臨時職員数は、特養施設や保育園などの民営化に伴い減少してきており、

８月18日現在で486人となっております。勤務時間や社会保険への加入など、雇用条件

は多岐にわたっておりますが、その賃金や身分保障につきましては、共済加入の臨時職

員を除いては、由利本荘市臨時的雇用職員雇用管理規程に基づき、一律に運用している

ところであります。 

  これまでの処遇改善の例といたしましては、社会情勢に合わせた賃金改定を随時行っ

てきているほか、夏季休暇や育児、介護休暇など、各種休暇の充実等も図ってきたとこ

ろであります。 

  今後の処遇改善につきましては、国の動向を見きわめながら適切に対応してまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

  次に、８、全国レガッタに関してについては、教育長からお答えいたします。 

  次に、９、公共新聞の公平な閲覧に関してについてお答えいたします。 

  市庁舎ロビーにつきましては、来庁者の方々が休憩するなど憩いの場として御利用い

ただいておりますが、来庁する市民の皆様へのサービスの一環として新聞を設置し、ご

らんいただいております。現在は、地元新聞を初め、全国紙と言われる新聞の計４紙を
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置いておりますが、全国紙につきましては、発行部数など一般的に需要が高いと思われ

る新聞３紙を設置している状況であります。 

  市庁舎ロビーの新聞につきましては、庁舎を訪れた皆様がお休みいただく際のサービ

スの一つとして考えており、図書館等とは異なり、多種多様な新聞を設置し情報提供す

ることが目的ではないことから、現状では、現在の新聞４紙の設置で問題はないものと

認識しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、10、市内道路標示・案内板に関しての（１）出張所の案内板についてにお答え

いたします。 

  現在、市では本荘、岩城、大内、鳥海の４地域、10カ所において出張所を設置し、住

民票の交付などを初めとした各種業務を行っております。出張所につきましては、不特

定多数の方が訪れる施設とは異なり、地域コミュニティーの拠点として機能し、地域の

皆様にも十分に認識されているものと考えており、出張所までの誘導についても、現状

で特段の支障はないものと考えております。 

  いずれにいたしましても、地域の皆様が出張所を御利用される際に不便を感じること

のないよう対応してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）案内標識の劣化についてお答えいたします。 

  案内標識については、今後、支柱や盤面の腐食、標識の文字盤の劣化について点検作

業を実施し、老朽度や緊急度を見きわめた上で修繕を行ってまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 佐々田教育長。 

【教育長（佐々田亨三君）登壇】 

○教育長（佐々田亨三君） 佐藤勇議員の教育委員会関係の御質問にお答えいたします。 

  初めに、４、水林球場の効果的運用についての（１）維持管理と年間の利用実績につ

いてにお答えいたします。 

  水林球場は、スポーツ課が所管しておりますが、その管理体制につきましては、水林

総合運動公園内の陸上競技場などの管理も含めて職員２名が常駐し、施設管理に加え、

周辺の環境整備を実施しております。人工芝の管理につきましては、通常、職員が管理

マニュアルに従って行っておりますが、専門的な部分については、シーズン直前の３月

に業者委託により実施しているところであります。 

  人工芝球場は天然芝球場と違い、芝生の刈り込みや内野部分の土の入れかえなどが不

要であり、比較的維持管理が容易となっております。 

  水林球場の年間利用につきましては、４月から10月までのシーズン中、210日間のう

ち、メンテナンスや悪天候の日を除く、約150日が利用可能となっております。利用者

は年々増加傾向にあり、昨年度は150日中104日間の使用で、合計8,723人の方々に御利

用していただいております。 

  平成25年のオープン以来、中体連を初め、野球協会や市内スポーツ少年団が主催する

地区大会、県大会のほか、北東北大学野球１部秋季リーグ戦などにも利用されており、

土曜、日曜日などの休日は、100％の使用率となっております。 

  また、あす31日からは、これまで多くの市民が待ち望んでいた高校野球の秋季中央地
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区大会の会場として使用されることになっております。 

  今後も、県内唯一の屋外全面人工芝球場が市民に親しまれ、より多くの人々に利用さ

れる球場となるよう努めてまいります。 

  次に、（２）合宿誘致についてにお答えいたします。 

  全面人工芝に生まれ変わった水林球場は、地域に根差した球場として、休日は100％

の利用状況であります。 

  平日の活用や、各種大会以外の利用として、夏休みなどの大学チーム、社会人チーム

の合宿を誘致することは、地元チームとの交流を通した野球技術の向上や地域活性化な

どの面で、大変、波及効果が大きいと考えております。 

  水林球場は、人工芝のメリットである水はけのよさにより、常に安定したコンディシ

ョンでプレーできることから、来年度完成予定の由利本荘アリーナの合宿所も活用して、

昨年11月に設立した由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッションと連携を図りながら、野

球合宿の場として首都圏のふるさと会やスポーツ振興大使、大学ＯＢなどの協力を得な

がら、広く活用について呼びかけてまいりたいと考えております。 

  あわせて、今年度創設したスポーツ合宿等補助金制度を周知しながら、企業や商工会、

ＪＡなどの関係機関と連携して、情報提供や制度活用の促進に努めてまいりたいと考え

ております。 

  次に、６、学校教育に関連しての（１）定年前退職教職員数はおよそ何人かについて

お答えいたします。 

  昨年度、本市に勤務している校長・教頭・教諭等の正規教員は、小学校と中学校合計

で441名でした。その中の７名が定年前に退職しており、全体の1.5％に当たります。早

期退職した理由は、家族の介護、結婚による他県への転出、新たな職種への転換が主な

ものでありますが、県の平成28、29年度の施策である早期退職者再雇用制度を活用した

ものでもあります。この７名のうち３名が、早期退職非常勤講師として学校に引き続き

勤務しております。 

  なお、定年前退職者は、平成27年度は４名、26年度は１名、25年度は８名と、退職者

数は年度によって異なっております。これらの方々の中には、退職後も免許外非常勤講

師、学校ボランティアなどとして、学校とかかわり続けております。 

  教育委員会といたしましては、教職員一人一人がそれぞれの力を十分に発揮できるよ

う、引き続き環境整備に努めてまいります。 

  次に、（２）教職員の勤務実態は激務でないかについてお答えいたします。 

  文部科学省が行った教員勤務実態調査は、平成28年10月から11月の間で、対象校がそ

れぞれ連続する７日間を設定して回答した調査であり、対象は、全国２万95の小学校か

ら400校、中学校は全国１万325校から400校の抽出された小中学校を対象としたもので

あります。 

  この調査と同じような手法で、昨年度、県教育委員会は、教職員の多忙化に係る状況

調査を県内の全小中学校を対象に行っております。この調査によりますと、平均残業時

間で多かったのは１時間から３時間であり、それは、秋田県内の小中学校の約８割に当

たります。休日の出勤については、県内の約７割の小学校がほとんどないと回答してお

り、一方中学校は、１時間以上の出勤が約５割となっております。 



 

- 34 - 

 

  由利本荘市内の小中学校の教員についても、県の調査結果と同じような傾向にあるも

のと思っております。 

  この調査結果と今日の社会的状況を受けて、今年度各学校では、校務分掌の改善、管

理職による勤務時間の管理、会議や行事の精選等、各校の状況に応じた取り組みを進め

ているところであります。 

  なお、教育委員会でも、昨年度から指導要録や出席簿の電子化を整備するなど、教職

員の校務の負担軽減を図る取り組みを行っているところでありますので、御理解をお願

いいたします。 

  次に、（３）児童生徒に適した社会事象の伝達をについてお答えいたします。 

  市内の各小中学校では、新聞や子供向け新聞を定期購読し、図書館などで閲覧できる

ようにしております。 

  また、新聞各社が発行している写真ニュースは、各社ごとに発行回数は異なりますが、

定期的に学校に郵送され、その都度、更新して校内に掲示しているところであります。

その購読費用は、全て地域の方の御厚意によるものであります。 

  各紙が取り上げる記事は、政治や経済に関するもの、大きな事件や事故、動物の誕生

や成長、スポーツや文化に関するものなど、多岐にわたっております。これらの記事一

つ一つが、各新聞社では新聞倫理綱領に基づき、責任を持って配信されているものと理

解しております。現在、児童生徒の社会への関心を高め、情報を読み解く力、考える力、

問題を解決する力を身につけてもらうことを目的として、ＮＩＥのように、新聞を教材

として学校教育に役立てようという取り組みも行われております。 

  したがいまして、本市の児童生徒には、これら新聞や写真ニュースなどから、情報を

多面的・多角的に捉えたり取捨選択する力、総合的に世の中を見、判断する力を身につ

けさせたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、８、全国レガッタに関しての（１）アクアパル対岸の雑草についてと、（２）

看板・表示板の充実をについては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  来月23日、24日に開催する全国市町村交流レガッタ由利本荘大会には、全国から28自

治体、128クルーの申し込みがあり、約950名が参加される予定となっております。現在、

実行委員会では、競技運営や式典・歓迎レセプションなど、大会に向けた準備を進めて

おり、アクアパル周辺についても、友水公園から順次、環境整備を行っているところで

あります。 

  アクアパル対岸の雑草につきましては、国土交通省と協力して取り組んでおり、市の

管理部分については、先般、除草作業の業務委託契約を行い、９月15日までには完了す

る予定であります。 

  また、看板については、今回新たにアクアパル正面駐車場や友水公園内に加え、市役

所前に大型看板を設置したほか、沿道などに順次のぼり旗を設置して、大会ムードの盛

り上げを図っているところであります。 

  各地域においても、ポスターの掲示やのぼり旗を設置するとともに、市広報で大会の

ＰＲに努めており、あわせて９月３日の市民ボート大会では、全国レガッタ出場クルー

の壮行会を行うほか、ケーブルテレビで出場クルーを紹介するなど、出場選手の士気高

揚も図ってまいりたいと存じます。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 25番佐藤勇君、再質問ありませんか。 

○２５番（佐藤勇君） 通告時に各所管から非常に詳しい説明、応答をいただいておりま

すので、特に再質問はありません。 

  なお、今、安定した政権運営でもありますし、さらに発展できますように努力してい

ただけますことをお願いいたしまして、一般質問を終わります。 

○議長（鈴木和夫君） 以上で、25番佐藤勇君の一般質問を終了いたします。 

  この際、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時２５分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

午後 １時００分 再  開 

○議長（鈴木和夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  ４番今野英元君の発言を許します。４番今野英元君。 

【４番（今野英元君）登壇】 

○４番（今野英元君） 一般質問を行いたいと思います。 

  項目は２つであります。 

  ぱいんすぱ新山の指定管理の問題と本荘清掃センターの問題でありまして、これ、今

まで２回質問しているんです。今回でどちらも３回目の質問となります。やっぱり自分

できちんと納得がいかない問題について、なぜ市はこういう手法をとるのか、こういう

政策を行うのかというのが納得いかない点があるんです。それをやっぱり議員として一

般質問で行うということは、議員の使命だと思っています。私たちは議員として、なぜ

こういう政策が出てくるのか、そこにどういった政治的な手法が使われるのか、それが

きちんと法令を遵守しているのかというのが自分ではまだ納得できないということで、

質問いたしたいと思います。 

  大項目１のぱいんすぱ新山の指定管理について。 

  （１）の株式会社ぱいんすぱ新山の第６回定時株主総会について質問します。 

  平成29年の５月23日、ですから、ちょうど３カ月ぐらい前です。株式会社ぱいんすぱ

新山の第６回の定時株主総会が開催されております。 

  この定時株主総会は、これまでの不祥事や平成27年の12月、平成28年の５月と２度の

業務実施状況の実地調査結果による市の改善指示、そして、株式会社ぱいんすぱ新山の

改善報告などを受けての定時総会でありました。 

  つまりこれは、これまでの不祥事やチェック機能の甘さ、取締役会の責任感の欠如を

市民や株主に謝罪して、指定管理者として再生の第一歩を踏む出す総会と位置づけられ

ていると思っています。 

  市当局、所管部局もこの定時株主総会には重大な関心、注目を寄せていたことと思い

ますけれども、この総会における討議内容、管理運営と健全経営の決意、取締役会の業

務執行監督の責任強化策等について、会社側からどのような報告を受けたのか伺うもの

であります。 

  また、定時株主総会の会議録を読んで、会社側の再生の意向、意欲というものをどの
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ように感じ取ったのか伺うものであります。 

  また、この件に関しましては、ちょうど５月23日というのは６月定例議会の開会中で

ありました。市としては、所管の常任委員会である産業経済常任委員会にどのような報

告を行ったのかを伺うものであります。 

  （２）設置者である市の責任と指定管理者の執行責任について伺います。 

  これまで平成28年９月議会、そして12月議会と２回の一般質問を行っており、これが

３回目となります。 

  市は、指定管理者の管理する公の施設の管理を適正に期するために敏速な措置を講じ

なければなりませんけれども、市としてその体制が整っているのかどうかをお伺いしま

す。 

  平成24年から27年にかけての不祥事、問題が発生しているにもかかわらず、市は一般

質問において次のような答弁を繰り返しています。その答弁とは、会社内部の問題であ

る、会社の規程の問題である、市は経営の方針に対しては自主運営を基本とし、指導な

りについては、我々、つまり市側が言う立場ではないとした答弁を行っています。ぱい

んすぱ新山で不祥事が発生しているにもかかわらず、行政指導を行わなかった市当局の

責任も当然問われるものであります。今後、株式会社ぱいんすぱ新山にはどのような態

度で対応するのか伺うものであります。 

  また、株式会社ぱいんすぱ新山は指定管理者としての基本的な資質を有しているのか

どうか、業務執行責任、取締役会の執行監督等、市ではどのような評価、総括をしてい

るのか伺うものであります。 

  ２、本荘清掃センター運転管理業務について。 

  （１）「本市の入札においても、過去に例がないという意味で特殊な入札であった」

という市長答弁について御質問します。 

  私、この「本市の入札においても、過去に例がないという意味で特殊な入札であった」

というこれ、多分、市の部局が答弁書を書いたんでしょうけれども、非常にこれ読んで

みまして驚きました。余りにも正直な答弁書でありまして、普通役所というのは、先例

踏襲というのが行政の基本姿勢であります。過去に例がない特殊な入札を行わなければ

ならなかったというのは、何かやっぱり理由があるんだと思います。特に業種や実績、

資格を問わずに参加を認めるという入札というものはあり得ないことだと思います。請

負契約において、このようなことはあり得ない。今後も市はこのような特殊な入札をい

ろいろな入札で行っていくのかどうか伺うものであります。 

  （２）業務を遂行するに当たって指揮監督・技術指導をどのように行っているのかの

点についてお伺いします。 

  市は、この業務を行うに当たって、３月６日に退職された経験者を、請負会社が雇用

して、市の職員と総括責任者の業務打ち合わせを毎日行っていると報告していますけれ

ども、その内容について伺います。 

  業務の遂行に関して、作業に当たる労働者の人数や配置、変更等の指示、仕事の割り

当て、そして調整、業務の指揮監督、技術指導、作業スケジュールの作成や調整と指示

については、どのように行っているのか伺うものであります。 

  また、受託者側の個々の労働者の残業時間、休日労働日数の把握、確認をどのように
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行っているのか伺うものであります。 

  以上であります。 

【４番（今野英元君）質問席へ】 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

【市長（長谷部誠君）登壇】 

○市長（長谷部誠君） 今野英元議員の御質問にお答えいたします。 

  初めに、１、ぱいんすぱ新山の指定管理についての（１）株式会社ぱいんすぱ新山の

第６回定時株主総会についてにお答えいたします。 

  株式会社ぱいんすぱ新山の第６回定時株主総会は、御質問にありましたとおり５月23

日に開催されております。 

  総会終了後に、会社から、運営体制が一新し、昨年の市からの改善指示を重く受けと

め、会社が一体となり、施設の管理運営に努めるとの方針を伺っております。 

  また、指定管理者協定書において、総会の議事録や討議内容の提出について定めてい

ないことから、議会に対しても報告は行っておりません。 

  市といたしましては、ぱいんすぱ新山に限らず、公の施設の設置者として適正な施設

管理となるよう、今後も必要に応じて、法令の範囲内で指導、実地調査及び指示を行う

とともに、議員の皆様に御報告してまいります。 

  次に、（２）設置者である市の責任と指定管理者の執行責任についてお答えいたしま

す。 

  指定管理者に対しましては、地方自治法や条例、協定書に基づき、毎年度提出される

事業報告書により業務の実施状況や経営状況等を確認し、必要があれば実地調査を行い、

指導や助言を行ってきております。 

  また、施設管理の適正については、仕様書や協定書に市が示した条件を満たしていな

い場合には、市は指定管理者に対し業務の改善を勧告することや、指定管理者は改善勧

告を受けた場合は、速やかに応じるなどの記載があることから、指定管理者は指示や勧

告、その対応については十分認識しているものと考えております。 

  株式会社ぱいんすぱ新山に対しましては、経理に関する疑義の情報提供により、平成

27年12月と平成28年５月に実地調査を行い、それぞれ文書により改善指示を行っており

ます。 

  これを受け、会社から改善報告書がそれぞれ市に提出され、平成28年６月には再度改

善状況の実地確認を行い、適正に改善されていることを確認しております。 

  また、平成28年７月には、新たな代表取締役が就任し、さらに、ことし５月の株主総

会では運営体制が一新となり、会社が一体となり、適切な施設の管理運営に努めるとの

方針を伺っております。 

  市といたしましては、平成28年度の事業報告書をもとに、業務の実施状況等を確認し

たところ、事業計画及び収支計画に基づき、公の施設の設置目的に沿った管理運営が適

正に行われていると判断しております。 

  次に、２、本荘清掃センター運転管理業務についての（１）「本市の入札においても、

過去に例がないという意味で特殊な入札であった」という市長答弁についてにお答えい

たします。 
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  さきの３月議会及び６月議会においてもお答えしておりますが、今回の入札は、ごみ

焼却を初めとする当該業務に関して、市内で同様の経験と実績を有し、業種登録をして

いる企業がないことから、業種、実績、資格等の要件を求めなかったものであります。 

  また、業務の委託先については、平成27年度に実施したプロポーザル方式による入札

時から市内業者にお願いしたいという考えは変わっておらず、入札参加資格は当時の要

件を踏襲したものとなっており、意欲ある企業が幅広く参加可能となるよう公募の手続

を踏まえたものであります。 

  なお、今後もこのような入札方法を行っていくのかの御質問につきましては、市の業

務等は多種、多様であることから、一概に申し上げることは困難であります。 

  業者の決定に当たっては、入札、契約の過程、契約内容の透明性、競争の公正性を確

保した上で、その業務の性格、実情等に応じて入札参加資格を決定し、入札、契約につ

きましても適切な入札方法を選択してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

  次に、（２）業務を遂行するに当たって指揮監督・技術指導をどのように行っている

のかについてお答えいたします。 

  毎日の打ち合わせは、出勤者の確認、夜勤者からの引き継ぎ事項及び特に共有すべき

情報について行っております。 

  業務の遂行では、市の作業スケジュールに総括責任者が選任した業務従事者を加えた

６班体制の勤務表により、日勤等の勤務時間を事前に決定しております。 

  また、勤務表に基づき作成した業務分担表により各作業場所に配置し、配置した場所

または人員を変更する必要がある場合は、その都度市と協議をして総括責任者の指示で

行っております。 

  業務従事者への技術指導につきましては、６月議会でもお答えしておりますが、ごみ

処理施設技術管理者の有資格者である総括責任者の指揮監督で業務を実施しております

ので、市職員の直接指導はありません。 

  残業時間等につきましては、日々の業務が時間内に完了したことを発注者、受注者の

双方が確認しているところであります。 

  以上であります。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君、再質問ありませんか。 

○４番（今野英元君） １番のぱいんすぱ新山の指定管理について、（１）の株式会社ぱ

いんすぱ新山の第６回定時株主総会についてお伺いします。 

  定時株主総会開催するに当たって、議案書とかはぱいんすぱ新山のほうからいただき

ましたか。 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 商工観光部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの今野議員の再質問にお答えいたします。 

  市は、ぱいんすぱ新山の株主ではございませんので、株主総会に関する資料、それか

ら、議事録等はいただいておりません。御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 
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○４番（今野英元君） 株主でないので議案書を求める必要はないという御意見でしたけ

れども、この第６回の定時の株主総会というのは、いろいろな問題があった後に、株式

会社ぱいんすぱ新山がどうやって再生していくのかという、ある意味特殊な株主総会な

んですよね。そのときに議案書なりで、どういった総会を行おうとしているのかという

確認は必要なんじゃないんですか。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  先ほど市長も申し上げましたように、株主総会終了後に会社側から運営体制が一新し、

昨年の市からの改善指示を重く受けとめ、会社が一体となって施設の管理運営に努める

という御報告がありました。それに関して、こちらでは会社側の姿勢を理解したという

ことで御理解をよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） その報告は文書で受けたんですか、それとも、電話ですか。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  会社の役員に当商工観光部のほうに足を運んでいただいて、口頭での御報告でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 議案書を読んでみますと、役員の改選もあるんです。この定時株

主総会で、７人いた取締役が全員１回やめているんです。それで、３人になっているん

です。２人いた監査役が１人になっている。この体制で取締役会が、この問題があった

会社の運営をきちんと見ることができるとお思いですか。人数が少なくなって、規模が

縮小されて、取締役会としての機能が前より小さくなっているんですけれども、どうで

すか。その件に関して口頭で、商工観光部に来られたときに、どう言っておられました

か。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  取締役及び監査役の人数が減ったということでございますが、取締役の人数につきま

しては、会社法で取締役設置会社においては３人以上という定めがございます。また、

その選任につきましては、株主総会での決議により選任するとなっております。現在の

取締役は、先ほど申し上げましたように、５月23日に開催された株主総会での選任でご

ざいますので、適正に機能を果たしていただけると考えております。 

  それから、監査役につきましても、会社の定款、それから、会社法に沿った選任とな

ってございますので、適正な監査をしていただけるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 取締役、３人から９人という定款ではあるんですけれども、７人

いた取締役が３人になったというのは、これ、見方を変えれば、７人全員が今回の責任
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をとって退任したというふうにもとれるんです。たまたま７人から３人になったという

ことではないんです。そのときに、取締役会をどうやって強化するかということが当然

これ、総会の中で協議されたと思うんです。今まで７人だった取締役が３人になるとい

うことは、どうしてもやっぱり目は届かないことが多いんじゃないんですか。市は設置

者として、その点はやっぱり厳しく言うべきじゃないんでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  市はぱいんすぱ新山の株主ではございませんので、株主総会への出席というものはご

ざいません。それから、先ほど申し上げましたように、会社の定款及び会社法に沿って

今回の総会が進み、役員が選任されたと理解しておりますので、よろしく御理解をお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 株主でないからということで、じゃ、設置者としての責任という

ものは当然あるはずなんです。あるんですよ。株主ではないので、それはないというふ

うなのは非常におかしいです。私、このぱいんすぱ新山の株主総会で、市に情報公開条

例による開示請求を出したんです。こういう内容です。平成29年５月23日開催の株式会

社ぱいんすぱ新山定時株主総会の討議内容、管理運営、健全経営の決意、取締役会の業

務執行監督の強化策について、市への報告書を情報公開条例による開示請求で出しまし

た。そうしたところ、こういうのはぱいんすぱ新山から届いていないということで、つ

まり情報を保有していないということです。当然設置者としての責任で、文書としてき

ちんと求めるべきじゃないかと思うんですけれども、私はこれ情報公開条例による開示

請求で出したというのは、当然こういう報告書なり文書が来ていると思っているから情

報公開条例で開示請求したんですけれども、していなかった。市では当然これ求めるべ

きです。どうですか。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） ただいまの御質問に

お答えいたします。 

  先ほど市長の答弁にもございましたが、市は指定管理者と協定書に基づいて管理運営

に対して指示、監督をしながら、適正に行われているかを見きわめていくということで

ございます。市といたしましては、指定管理の目的に沿った公の施設としての成果があ

れば、それから外れたことに関しては指示、監督をしていくと。株主総会等は私の組織

の中の問題でございますので、これに介入するということ、いわゆるその情報を求める

ということに関しては協定書にもございませんので、公の施設としての目的に沿った運

営がされているというふうに判断し、そこまでは踏み込んだ形はとっておらないという

ことで御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 平成27年の12月９日にぱいんすぱ新山の業務実地調査をした報告

書というのがあるんです。当時の行政改革推進課長名で出ています。平成27年の12月９

日に出ていますけれども、この中に、例えばこういう例あるんです。定款に監査役の１
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名体制について、定款の定めでは監査役２名以内とされており、現在は監査役は１名体

制である。監査役に事故あるときや、複数の視点で監査することの透明性や公明性など

の観点から２名体制にすることが適当であると考える。これがまず１点。 

  それから、まとめのところでこのように指摘しています。この施設の所管部局は、市

商工観光部観光文化振興課であるので、施設の運営管理に当たり、市と会社とが連絡を

密にして、市民に親しまれる施設運営を目指していきたい。これが当時の行政改革推進

課長が出している報告書です。 

  まとめの一番 後に、会社の経理ということもあり、どこまで踏み込んで調査できる

かという課題もあるが、地方自治法や市条例、協定書には、業務実施状況を実地に確認

することができると定められていると。商工観光部も含む指定管理施設を所管する部局

は、このことを留意して今後の事務執行を適正に実施していただきたい。つまり、市は

株を持っていないから、株主総会の内容に関して指示したり、発言したりすることはで

きないということは、それは別な話で、設置者としてきちっとやっぱり対応しなければ

いけないということは明らかなんじゃないですか。市はそれを怠っているんじゃないん

ですか。今、この場に及んでもですよ、前回ああいういろいろな問題があったにもかか

わらず。どうですか。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） ただいまの御質問に

お答えいたします。 

  先ほど市長が答弁いたしましたとおり、会社のほうからは、この５月の株主総会を受

けて運営体制が一新されたと、会社が一体となり適切な施設の管理運営に努めるという

方針を伺っております。市といたしましても、平成28年度の事業報告、これを精査し、

実施状況等を確認しましたところ、公の施設の設置目的に沿った管理運営がなされてい

るというふうに判断しておりますので、御理解を願いたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 今の答弁聞いていますと、私が平成28年の12月議会でもらった答

弁と全く一緒ですね。会社のことは会社でやって、市としては踏み込めないということ

を当時の商工観光部長も言っていますし、副市長も言っているんです。でも、指定管理

者としての設置責任のところで、市がやっぱり会社の実態を把握して、この会社はこれ

からどうやってやっていくんだという方針を口頭ではなくて、やっぱり文書できちんと

もらうというのが必要なんじゃないですか。口頭で会社が今後しっかり頑張りますと、

それは言うでしょう。口頭では言うと思いますよ。でも、きっちりそれを文書で残すと

いうのが必要なんじゃないですか。 

○議長（鈴木和夫君） 阿部副市長。 

○副市長（阿部太津夫君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

  ちょうど平成27年、28年のいろいろな情報が寄せられましたときに総務部長をしてお

りましたので、その経緯も含めてお答えをしたいと思います。 

  行政改革、これを所管しておる立場で、すぐに実地調査を指示いたしました。それに

応える形で改善をされまして、実際に文書でその状況をもらっております。ただ、今回

の部分につきましては、昨年の代表がかわられた以来、一生懸命に社長がこちらのほう
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にみえまして、改善についての心意気を何度となく示していただきましたけれども、28

年度につきましては、特別どうこうといった指摘事項はございませんでした。ですので、

今回今野議員が言われる会社の株主の体制あるいはそういったものが変わったというこ

とでどうこうという会社の方針のことについての文書はいただいておりません。私ども

が会社に求めるものについては、あくまでも市が指定管理者に対してこの事業について

の目的、業務内容、これについての指摘あるいは改善に向けたことに対しての会社の方

針については文書でいただきますけれども、今回のことにつきましては、体制が一新さ

れたからといって、市に、例えば誓約書的なそういったものを出すべきようなそういう

ふうな状況にはないというふうに考えてございます。 

  それから、先ほど市長が答えましたとおりに、平成28年度事業につきましても、こと

しの春に出されました実績報告書、これについては行革あるいは現場を所管する観光の

ほうで十分に精査したところで、それが適正にされているというふうに把握して認識し

ておりますので、今回のことについては、あくまでも会社の総会のことでありまして、

28年度以降につきましては、市が求める指定管理の内容については、今のところ何ら指

摘するものはないというふうに認識してございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 今の副市長の答弁、これ、平成28年の12月議会の私にした答弁と

非常によく似ていますよね。基本的には、ぱいんすぱ新山と市の関係は、会社の運営に

関しては、市はそんなに踏み込まないということを言っているんですね。平成28年の12

月議会でも、会社は自主運営を基本としているので、それにどうこう言う立場には我々

はない、我々というのは市としてはという意味です。会社には監査役や取締役会がある

のだから、そこで当然会社としての浄化作用があるはずだから、その会社でそういうふ

うに対応すればいい、そういう発言、答弁しているんです。今の副市長の答弁、全くそ

れから一歩も出ていない。まさに会社のことは会社でやってくれと、指定管理者として

きちっとやっていればいいんだよ。でも、平成27年のこの事業報告書は、私は非常によ

くできた事業報告書だと思っています。会社と市がきちんと連絡をとって、市はどうや

ってその会社を把握しているのかというのを綿密に連絡をとるべきだということをきち

んと書いているんです。だから、会社に浄化作用を求めるなんていうのは、それは副市

長の思いであって、思いであればいいですけれども、やっぱり実態をどうやって把握す

るかというのは、議案書を見たり、会議録を見たりして、この会社がどういった方向に

いくのか―今後どうやってこの会社を再生しようとしているのかというのはやっぱり

つかむ必要があると思うんです。それをしないというのは、全くもって税金を年間

2,700万円投入している市としての私は責任放棄だと思います。それは、市が求めて当

然の行為だと思うんです。会社は会社の中だから、市はそこに足を踏み込まないなどと

いうことではなくて、きちんと会社の実態をつかむべきじゃないんですか。答弁求めま

す。 

○議長（鈴木和夫君） 阿部副市長。 

○副市長（阿部太津夫君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  まず第１点は、指定管理者と市の関係、これについては、まず、その指定管理の目的、
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これを達成しているかどうか。それで、疑義があった場合に市がどういうふうに指導、

改善していくか、これがまず第一だと思います。 

  それから、今野議員がおっしゃられるとおりに、会社の内容について、これについて

の共有するところ、あるいは共有というよりも事情について市が興味を持ってきちっと

把握するということ、これについても十分大切なことだと思いますけれども、会社の株

主総会的なところについて、市が一方的な考え方を、話を持っていくということについ

てはなかなか難しいことがあるのかなというふうに思います。 

  私も今、三セクの社長として２つほどやっておりますけれども、その中でも、株主で

あるがゆえに市のほうにも議案とか、そういったものについてはきちっと届け出をいた

しますけれども、一方で民間の会社のところでは、やはり指定管理という一つの公募の

中でそれを勝ち取ってきた指定管理者としての位置づけがございますので、そういった

社会的な責任ももちろんございますので、その辺につきましては、答弁した平成27年度

行革の提言にありますとおりに、きちっと把握することも必要だと思いますけれども、

立ち入ることとそれを把握することとはまたなかなか違うものかなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 何も問題がない会社であればいいですよ、経営もきちんと、経理

も順調にいっているんであれば。市が２回実地立ち入りの調査をして、２回指導も、改

善の指示をして―そういう会社、そういう会社というか、私はこの株式会社ぱいんす

ぱ新山、担当する能力に欠けていると思います。これやっぱり特殊なんです。石脇地区

で株主で、そこで会社をつくっている。非常に市からしてみると、ある意味、石脇地区

の中でそういう会社をつくってもらってやっているということで、非常に温情をかけて

いると思います。これ、ぱいんすぱ新山、民間の会社なんですけれども、こんなずぼら

な総会の内容とかを知らせないというのはないんじゃないんですか。例えば、私たち一

般の会社の株主総会あるときに、どういった議案でこの株主総会やるかというのはちゃ

んと通知が来ますよね。通知来て、総会終わった後にこのように決定になりましたとい

うのは、そんな長い文章ではないけれども、来ますよ。ですから、市としては、やっぱ

りどういった総会だったのか、今後この会社はどうやって会社を経営していくのかとい

うことをやっぱり確かめる必要があったんです。今もってそれをやろうとしていないと

いうのは、私は怠慢だと思っています。これ以上この話すると、また行き違いになる可

能性ありますけれども、私はこの平成27年の12月に出された、当時の木原課長です。木

原課長が出したこの報告書の内容というのは、市としてやらなければいけないこと、取

締役会としてやらなければいけないこと、監査役としてやらなければいけないこととい

うのをきちっと書いているんです。もう１回聞きます、じゃ。取締役が７人から３人に

なって、監査役が２人から１人になって、これで十分に会社の執行体制を監視できる体

制にあると思いますか。 

○議長（鈴木和夫君） 阿部副市長。 

○副市長（阿部太津夫君） 現在のその執行体制につきましては、先ほど商工観光部長が

話したとおりだというふうに思ってございます。ただ、平成27年度の行革の改善の方向

として、監査役が１人では足りないのではないかということにつきましては、今後、市
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として申し入れを行っていきたいというふうに考えてございます。 

  それから、指定管理者選定委員会を経て、４年という一つの任期がございます。今、

何年目か、ちょっと私、今、手元にないんですけれども、その際にまた公募という形あ

るいはどういうスタイルになるかわかりませんけれども、その中で、その会社の内容、

性格、そういったもの、これまでの状況も踏まえて、それは選定委員会のほうでしっか

りと対応されるものというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） このまま何回やっても同じところですれ違っちゃうというのは、

非常に私も残念だと思うんですけれども、これ、平成28年の12月議会の会議録、こうい

う答弁しているんです。当時の商工観光部長です。まだ会社内部の課題といいますか、

問題というような取り扱いとして我々のほうでは判断していますので、市長のほうには

報告していません。会社のほうにその旨指示なり、指導なりしたということでございま

す。要するに、いろいろな問題はわかっていたけれども、商工観光部長のところでスト

ップして、上には何も報告していなかった、こういうことです。こういう体質が役所の

中にある限り、やっぱり問題が起きたときの対応が非常に遅い。思いませんか。私よく

言うんですけれども、これがもしぱいんすぱ新山が直営の施設であって、あのような問

題がぞろぞろ出てきたらどうしますか。ああいうのは処分問題ですよ。刑事事件に発展

する可能性十分あるんです、お金の問題絡んでいますから。たまたま直営ではなくて、

指定管理だったからということではないんですよ、やっぱり。やっぱり市は指定管理す

るに当たって、設置者である市はこういったことはやらなければいけないということを、

しなければだめなんじゃないですか。会社にこれとこれの、例えば会議録つくっていな

ければ、会議録を早くつくって、第６回の定時株主総会の会議録を早く市に提出しろと

いうことは当然言うべきなんじゃないですか。どうですか。 

○議長（鈴木和夫君） 阿部副市長。 

○副市長（阿部太津夫君） ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

  会議録の提出は、先ほどまで市長も、部長も答弁しておりますけれども、協定書の中

にもその提出を求めておりませんけれども、平成27年、28年の市からの勧告や指導にあ

ったようなことについては、おおむねというか、もう改善書が出されて、それを行革の

ほうでまずよしと、改善されたというふうに認めておりますし、一番近いところでの平

成28年度の実績もきちんとなされておりますので、これについて新たな会議録等は求め

ませんけれども、このことを、今回のことをもとにしまして、もう一度会社のほうと協

議をしながら、こういうふうな市議会のほうの考えの見方もあるので、十分配慮するよ

うに対応してまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） それで、ちょうど株主総会あったとき、５月23日で、６月議会の

ちょうど 中でありました。これ所管の委員会とかに報告行ったものですか。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの今野議員の御質問にお答えいたします。 

  先ほど市長が答弁いたしましたとおり、所管の委員会には報告はしてございません。 
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  それから、定時総会の会議録につきましては、会社法で株主及びその債権者がその閲

覧ができるとなってございますので、そういったことで市でも求めてもおりませんし、

それから、会社からもいただいておらないということをつけ加えさせていただきます。

御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） この質問はこれで終わります。でも、非常に納得がいかないです。

ぱいんすぱ新山という株式会社が、第６回の定時総会で意欲を持ってこのぱいんすぱ新

山という会社を新しくして、出直しの覚悟でやっていくというふうにはとても思えませ

ん。市がそれに対してやっぱり何も物を言わない、要求しないと、私にはとても納得で

きないですけれども、市の態度としてはよくわかりました。市がこういった態度で指定

管理者であるぱいんすぱ新山と向き合っていくということだけはわかりました。 

  それで、次、２の本荘清掃センター運転管理業務についての質問に移りたいと思いま

すけれども、よろしいですか。 

○議長（鈴木和夫君） はい、どうぞ。 

○４番（今野英元君） この（１）の「本市の入札においても、過去に例がないという意

味で特殊な入札であった」という市長答弁についてですけれども、私これ、素朴に疑問

に思うんです。なぜこういう無理なというか、危険なというか、入札をしなければいけ

なかったのか。平成26年の12月の会議で、本荘清掃センターはこういったスタイルでい

くということを決めた会議があるんです。平成26年に本荘清掃センター運転管理業務の

委託の検討について、平成26年12月９日、庁内会議修正後確定版というものです。この

中で、この当時、段階的委託期間を当時９年間ということになっています。地元に焼却

施設の運転実績のある業者がいないことなど課題があるにしても、段階的委託期間によ

ることで問題を解決しようと、このときにまず骨格が決まったんですね、多分。平成26

年のこのときから、もう市の頭はこれ一本で、これでいくと決まっているんです。誰も

疑問にも思っていない。こういった入札の仕方がおかしいんではないかと誰も思わなか

った。ただ、入札の指名調整の会議の中で、数人の委員の方がこういった出し方で、出

し方でというのは、入札の仕方でいいんだろうかという疑問は出しているんです。でも、

いや、ちょっと待てよと。これは非常に危ないということに関して、誰も疑問に思って

いなかった。ずっとこの方針で進んできているんです。これ過去に例がない特殊な入札

という認識は、やっぱり市長も持っているし、市の幹部皆さんも持っているんです。こ

ういう入札の仕方が法令に合っているかどうか、本当に調べたんですか。どうですか。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 総務部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） この件につきまして

は、３月議会でもお答えいたしましたとおり、自治法等法令に則した形で、法令違反で

はないというふうに考えております。３月議会の答弁と同じでございます。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 私もこれが本当に法令に基づいてこの入札がなされたものかとい

うことで、あるところ、要するに労働局に２回ほど聞きに行きました。国の役人という
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人たちは、自分たちの仕事の範囲の中ではいろいろ指導してくれますけれども、自治法

とかになると、自分の範囲でないので一切答えませんでした。私に資料としてこれを読

んでくださいということで、ある一つの手引書、地方公共団体の適正な請負（委託）事

業推進のための手引ということで、平成26年の３月改訂版、これを読めばわかるという

意味で私によこしたんです。この中で、何書いてあるかといいますと、地方公共団体が

請負契約をするに当たって、きちんと請負業者の中身を調べてから契約しないといけま

せんよということを書いてあるんです。ですから、請け負うということは、経験や実績

を請け負うために持っていないといけないということ書いてあるんです。そこを市では

怠ったんじゃないんですか。実績がなく、経験がない。それでも今回入札しよう。これ

禁じ手を使ったと言ってもいいかもしれません。市長はスポーツマンですから、禁じ手

という意味わかるでしょうけれども、使ってはならない手法を使った。だから、過去に

例がない特殊な入札なんですよね。これ、そういう認識、市のほうではなかったんです

か。法令を遵守していると言いますけれども、遵守していないんじゃないですか。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） 法令に関しましては、

市の顧問弁護士であります弁護士のほうにも相談、さらには県のほうにもこの解釈につ

いて照会させていただいて、法令には違反していないという確認を受けた上で実施して

おりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） じゃ、請負契約というものはこういうものであるというのが、こ

れに真っ先に載っていますけれども、請負契約というのは、請負業者がこういった経験

を持っていなければいけないというのはもう当然書いているんです。そのことを市がわ

かっていて、こういう入札をしたということですか、過去に例のない。これ、わかって

いてやったんであれば大変な問題。知らなかったら直せばいいんです。知らないで入札

したんであれば直せばいいんですけれども、請負契約というものはこういうものだとい

うことをわかっていて、過去に例のない特殊な契約をやったというんであれば大問題で

すよ、これ。どうですか。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） この件に関しまして

は、それぞれプロポーザルでこのような、いわゆる経験を問わないで、民間のさまざま

なジャンルを問わない業種に説明会を行いながら公募でやっていくということに関しま

しては、常任委員会でも報告して進めさせていただいておりますし、この進め方につい

て、平成28年度、急にこういう、いわゆる公募という、経験を問わないというやり方を

するというふうに始めたわけではございません。ということで、弁護士、県の意向で聞

きますと、いわゆる自治法でうたっている経験というもの、実績というものを捉えると

いうやり方もありますが、能力というところに関して、禁治産者、準禁治産者、いわゆ

る契約能力のあるかないかだけは確認しながら、法令に基づいてこのような方式で行っ

てきたということで御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） こういう経験が、実績がなくて、指名競争入札をしていながら、
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できるだけ一般競争入札に近い入札をして、数年間の段階的な期間を設けて民営化をや

る。この手法を行うと、何でもこれ民営化にできます。市の公務の仕事なり民営化しよ

うとしたときに、この手法を使えばどんなことでも民営化できます。業績を問わない。

公募型の指名競争入札をしておきながら、できるだけ一般競争入札に近い方法をとる。

経験者がいない。経験者がいないから、３年間の段階的な期間を設ける。もしくは、経

験者が、退職者がいたと。退職者をその会社に入れればいいじゃないか。この手法をと

るんであれば、あらゆることが民営化できるんです。ですから、私はこれ禁じ手だとさ

っき言ったんです。 

  県と弁護士さんに聞きましたと言いましたけれども、本当はこれ聞くべきは、秋田の

労働局なんじゃないんですか。市のほうでは労働基準監督署にも聞いたと言いましたけ

れども、私も労働基準監督署にこの前聞きに行きました。そうしたら、内容は公務員の

守秘義務違反にあたるから言えないと言いました。こういう手法をとるんであれば、こ

れ自治法のやっぱり入札契約に違反しているんじゃないですか。私はそう思いますけれ

ども、もう１回お願いします。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） お答えいたします。 

  今野議員がおっしゃいます禁じ手という、こういうやり方というのは、禁じ手という

言葉を使われましたが、答弁でもお答えいたしました。過去に例がない、いわゆる市内

にこの実績を持っている会社が存在しないというところから始まりまして、この業者の

資格といいますか、その選定につきましては、その業務の内容、性格、実情、これらを

勘案しますと、実績を問うような仕事ではないということで、これからその禁じ手をど

んどんやっていくのかという御質問がありましたが、それはやっていくということは答

えません。このようなケースがあれば、またやることもありますし、このようなケース

というのは、まれにしかないというケースだということも理解しております。というこ

とで、このような法令には基づいた形でやらせていただいたということを御理解願いた

いと思います。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） これも考え方が違うというような問題ではなくて、手法の問題だ

と思うんです。本荘清掃センターの民営化に当たって、平成25年ころからいろいろ協議

してきたと経緯聞いていますし、26年度にさきの方針が出て、27年の暮れにプロポーザ

ルで公募して、28年の１月19日でしたか、市の内部で談合情報が出て、１回白紙に戻る

わけですよね。それで、ことし入札するわけですけれども、非常にやっぱり問題がある

というか、談合情報が出るくらい問題がある物件なんですよ、これ。これを無理やり過

去に例がない入札を行うということ自体が非常に私にはわからない。非常に危ない物件

なんですよ、これ。手突っ込んじゃいけないところに、市が無理やり手を突っ込んで、

業績のない会社でもＯＫ、やるというのは、非常になぜこんなに危ないところに手を突

っ込むか。そこがわかんないんですね、私は。皆さん市の職員としてやっぱりそう思い

ませんか。これは四、五年なり、七、八年、市内で本当に業者ができるまで、市で直営

でやってもいいはずなんです。それを無理やり、それこそ私から言わせれば禁じ手を使

って危ないところに手を突っ込んだと私は認識しているんです。そういう認識ありませ
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んか。 

○議長（鈴木和夫君） 原田総務部長。 

○総務部長兼木のおもちゃ美術館整備推進事務局長（原田正雄君） 再三お答えしており

ますが、この議員の認識とは、我々この業務を適正な入札過程、法律に基づいた形で行

ったというふうに認識しておりますので、相入れないものがあることというふうに考え

ております。 

○議長（鈴木和夫君） ４番今野英元君。 

○４番（今野英元君） 私の認識のほうが間違っている、そういうことですか。認識不足

は私のほうであって、市のほうは淡々と普通の入札契約を行ったと、そういうことです

か。私の知り合いでも、国の入札にかかわった方からこういう入札のあり方が我が由利

本荘市で行われているけれどもどうですかということを二、三名に聞きました。非常に

びっくりしていました。ああ、由利本荘市でこういう手法を使うのかということです。

でも、今の原田部長の話を聞くと、我々はそれを業務の一環として何の疑問も持たない

で淡々とやったというのであれば、私の認識が間違っていてということですけれども、

私は非常に残念だと思います。市の幹部の中で、誰ひとりこういう入札をやることに関

して、これはちょっと待てよと言う人がいなかったというのは大変残念だと思います。

誰かがやっぱりこういう入札をやっていいのかという疑問を呈して、ちょっと一歩引い

て、もう１回考えてみようじゃないかということがあってもいいんではないですか。で

も、先ほどの平成29年のこの確定版を、ずっとこれありきでもう来ているんです。だか

ら、誰も意見を挟む余地がない。そういう市の体制、非常に誰も疑問を持たなかったこ

と自体が私は不思議でならないんです。聡明な皆さんたちがいて、誰ひとりこれに関し

て異議を唱えなかった。そういうことが非常に残念であります。これで質問を終わりま

す。 

○議長（鈴木和夫君） 以上で、４番今野英元君の一般質問を終了いたします。 

  この際、約10分、午後２時20分まで休憩いたします。 

午後 ２時０８分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

午後 ２時２０分 再  開 

○議長（鈴木和夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  10番伊藤順男君の発言を許します。10番伊藤順男君。 

【１０番（伊藤順男君）登壇】 

○１０番（伊藤順男君） 会派高志会の伊藤順男でございます。議長より発言の許可をい

ただきましたので、一般質問を行います。 

  本日 終の質問でありますので、お疲れのことと思いますが、よろしくどうぞお願い

をいたしますし、また、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

  このたび７月22日、23日にかけて、50年に一度と言われる集中豪雨から１カ月余りと

なりました。 

  本市において罹災された皆様、また、大仙市を初め雄物川流域で罹災された皆様に改

めてお見舞いを申し上げたいと存じます。 
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  それでは、質問に入らせていただきます。 

  大項目１、集中豪雨災害について。 

  （１）集中豪雨における初動体制とその評価について伺います。 

  このたびの本市の集中豪雨の特徴といたしましては、主に岩城、大内、東由利に集中。

道路決壊等の建設関連、河川の氾濫による農作物や揚水機関連の水没被害。住宅等関連

においては、大内地域での床上浸水17棟、東由利地域１棟、車の水没等と広範にわたり

その爪跡を残したところであり、近年にない豪雨災害となったところであります。 

  中でも、 も被害の大きかった大内地域に限りますと、小栗山観測所、これは秋田県

河川砂防課雨量情報ホームページによりますと、22日午後３時から４時に62ミリメート

ル、午後８時約100ミリメートル、午後９時の時点で連続降雨量、６時間で179ミリメー

トル。降り始めからの総雨量が23日11時において237ミリメートル、このようになった

ところであります。 

  また、同岩谷観測所では、22日午後11時ころから本格的降雨となり、翌朝６時までの

７時間で150ミリメートル、断続的降雨は降り始めから23日11時までの総雨量235ミリメ

ートルとなったところでもあります。 

  今回の大雨は、上川地区から降り始め、下川、岩谷地区へ移動しながら大内全域に降

ったものと想定をされます。 

  この集中豪雨は、平成９年９月２日、岩谷地区での総雨量261ミリメートルに次ぐ大

雨となったところでありますが、被害としては、翌平成10年８月２日の総雨量181ミリ

メートルのほうがはるかに大きな被害をもたらしていることから、自然災害における被

害や避難等の想定においては、その地域特性の把握が重要との感をさらに強くしたとこ

ろでもあります。 

  さて、秋田地方気象台和田幸一郎台長は、昨年まで岩手県の気象台の台長を務めたと

きの経験、これは岩泉町グループホームが浸水し、９名がお亡くなりになった台風10号

の反省から、秋田県内の市町村長と直接会って携帯電話番号を交換し、ホットラインを

築いていたと報道をされたところであります。 

  ７月22日、50年に一度に相当する大雨が降りつつある。十分注意するようにと連絡を

受けた穂積秋田市長は、災害への心構えができた。また、大仙市の老松市長は、避難勧

告の決断は台長からの電話が大きな契機、対策を進める上で貴重な情報と感謝。このよ

うに秋田魁新報紙上で報道をされたところであります。 

  ところで、被害を受けた大内地域の町内会の会長を初めとする皆さんが一致協力、迅

速に避難等の対処をしたことについて見聞きし、改めてコミュニティーの大切さ、意義

の大切さを知ったところでもありました。 

  また、建設業協会においては、市との災害協定を結んでいるとはいえ、道路等の安全

確保、その後の復旧にいち早く対応、地域をよく熟知している地元業者の強みを遺憾な

く発揮したこと。 

  また、消防団においても、不眠不休の体制で安全確保や注意の喚起等に努めたことな

ど含めて、自助、共助、公助、いわゆる互助が機能したものであり、大いなる称賛をさ

れるべきことと考えます。 

  話が前後しますが、災害から市民の生命財産を守る上でトップリーダーの指導力、い
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わゆる状況判断が重要であることは言うまでもありません。 

  さきに述べましたが、秋田地方気象台和田台長は、昨年８月30日の台風10号の反省か

ら、秋田県内の市町村長と直接会って携帯電話番号を交換し、ホットラインを築いてい

たと報道されたところであります。 

  そこで、長谷部市長にも秋田地方気象台和田台長からの連絡があったと思いますが、

どのような情報であったかお聞きします。 

  また、災害から市民の生命財産を守る上で迅速な初動体制へどのように生かされたか、

相関関係。 

  さらには、避難勧告等の周知がどのように行われたか、その手段等について。 

  また、50年に一度と言われる集中豪雨から１カ月余りとなったことから、初動体制と

その評価について伺うものであります。 

  （２）小羽広ダムの管理状況について。 

  大内地域を縦断する原始河川と言われる芋川の氾濫、昭和26年の８月６日、小関川流

域を襲った集中豪雨では、死者２名、流出家屋21戸、川にかかる橋が全て流され、甚大

な被害をみたと、このように言われております。これは大内町誌に記載されております。

たび重なるこうした集中豪雨等から、田畑、住民の生命財産を守るためにはダムの設置

が必要と、昭和31年に当時の大内村伊藤徳治初代村長、故人でありますが、提唱し、要

望活動の結果、昭和39年鬼ケ台、昭和42年小羽広ダムが完成に至ったものであり、芋川

流路延長44キロメートル余り、流域228平方キロメートルにおける防災等を担うことと

して建設されたところであります。洪水時におけるダムの管理体制は、大内総合支所に

設置されている監視局が各種天気情報をもとに、水位等を見ながら指令やゲート操作に

より計画的に行われているものと認識をしております。被災された住民等から、ダムの

放流が災害を助長したとの指摘があることから、災害発生前後のダム管理状況について、

また、その指針等、小羽広ダムの管理状況について伺うものであります。 

  （３）芋川氾濫の要因分析と知事への災害復旧要望の具体についてお聞きします。 

  芋川は、流路延長44キロメートル余り、流域228平方キロメートルで、その特徴とし

て、上川地区は比較的急傾斜、下川、岩谷地区においては狭長な耕地を蛇行しながら、

1,000分の１の勾配、１キロメートルで１メートルしか勾配がないという中で子吉川と

合流し、日本海に注がれるわけであります。 

  このたびの氾濫においては、１時間に100ミリメートルほどの集中豪雨、降り始めか

らの降雨量230ミリメートル余りとなることなど、近年にない雨量が影響したものと考

えますが、河川改修を終えた岩谷地区での床上浸水被害に遭った方々は言うに及ばず、

地区住民からも大いなるショックの声が聞こえてきているところであります。そこで、

市として災害要因についてどのように分析しているかお聞きします。 

  また、未改修区間、子吉川と芋川の合流地点から加賀沢橋までの約15キロメートル余

りが芋川河川改修事業区間となっており、平成元年から河川改修区間として事業化、現

在、徳沢地内の工事が進められているところであり、早期改修が待たれるところであり

ます。 

  このたびの災害を受けて、市長は知事に河川改修等の要望をされたと伺っていますが、

その具体について。 
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  また、河川改修事業区間外、いわゆる加賀沢橋上流の松本地内、長坂、葛岡、平岫に

おいても床上浸水、農地等の決壊や農作物の被害が発生していることから、河川改修に

おける市の基本的考えを伺います。 

  （４）羽広字軽井沢地内市道復旧についてであります。 

  県の河川砂防課雨量情報によると、上川地区には22日午後８時ころの１時間に100ミ

リメートル余りの豪雨が、また、降り始めてからの総雨量が237ミリメートルと記録さ

れているところであります。 

  現地に行って直接上川地区住民にその状況を聞いてみますと、上川地区の中でも、軽

井沢町内周辺により集中した感があります。 

  そうした集中豪雨により国道105号の軽井沢地内道路崩落、１級市道軽井沢・羽広・

南外線において２カ所側面の山が崩れ、道路が塞がれ通行どめになっております。 

  国道105号については、県との連携のもとに７月末から通行が可能になりました。 

  この地域は、大曲方面に行く上での迂回路がとりにくい位置にあり、買い物、通勤等

において迅速な復旧が望まれるところですが、地元建設業者の懸命な復旧作業により、

早期通行どめ解除に至りました。改めて災害における地元業者の重要性を感じたところ

でもあります。 

  ところで、同じく軽井沢地内の１級市道軽井沢・羽広・南外線の２カ所の災害につい

ては、道路から崩れ落ちた土砂を撤去すると、その上の山が崩れ落ちる状況が見受けら

れ、復旧には相当な時間を要するものと感じてきたところであります。 

  この路線は、羽広と軽井沢を結ぶ生活道路であり、コミュニティバスの路線でもある

ことから、早い復旧が望まれますが、今後の予定について伺います。 

  大項目２、第三セクター経営状況について。 

  私は平成28年、昨年の３月議会でありますが、会派代表質問において第三セクター経

営状況報告書からということで質問をいたしました。そのときも述べましたが、第三セ

クターは民間企業の経営ノウハウと自治体による公共性という長所をあわせ持つことが

特徴であり、基本は住民福祉向上を前提とした経営体と述べたところであります。 

  また、本市には、株式会社鳥海高原ユースパーク、株式会社岩城、株式会社大内町交

流センター、株式会社黄桜の里、株式会社フォレスタ鳥海、株式会社ほっといん鳥海の

６セクターがあり、出資比率が50％以上の第三セクターとなっております。 

  この６セクターを資本金の額からだけ一方的に見ると、全体では約６億円の資本金が、

純資産として約２億円と３分の１に減っています。 

  また、各法人別に見ると、資本金が尽きてマイナスのセクターが１社、プラスのセク

ターが１社、また、今後、人口減少や交流人口等においても多く期待できない環境下に

あり、さらに厳しいと思われるセクターが２社との感をしている。このように申し上げ

たところでもあります。 

  このことに対し市長の答弁は、平成28年度は第三セクターで実施している経営者会議

などに市も積極的に参加し、経営強化に取り組んでいる。黒字決算のセクターがふえる

見込み。そして、設立時から社会経済環境が大きく変化しているので、見直し調整会議

の開催、経営検証委員会を設置するなど、経営改善に向けた取り組みを行っているとし

ました。 
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  また、今後は、第三セクター経営検証委員会からの提言を受け、これからの方向性や

役割、指定管理料の見直しを検討。 

  一方で、独立法人格を持つ経営主体でもあり、今後はみずからの責任で自立した経営

を行う必要がある。このようにも話をしたところであります。 

  こうした中で、株式会社天鷺ワインを存続会社に３社が統合してから満３年を経過し

ました。その折、議会からは、赤字会社が３社統合しても厳しい経営環境は変わらない

旨の指摘等、議論があったところであります。 

  こうした議論に対し当局は、地域の雇用創出の観点、統合による管理部門等人件費の

削減。それぞれの部門が連携できることでの統合効果等々により活性化をするとしたと

ころでもあります。 

  その活性化策として、昨年においては、特別交付税による財政支援の対象となる社長

に準ずる業務の募集等を含む経営改善に努めたこと。さらには、ＮＨＫ大河ドラマ「真

田丸」関連による観光等経済効果を含め、順調に経営が推移してきたものと推察をして

いるところであります。 

  株式会社岩城の部門別を含む経営状況についてお聞きします。 

  また、市の出資比率50％以上の第三セクターの経営状況について伺うものであります。 

  大項目３、公設デイサービスセンターの民間移行について伺います。 

  （１）デイサービス運営の基本的考え方について。 

  ６月議会会派代表質問においては、ハード部分について主に質問をいたしました。 

  そのハードにおける当局の答弁は、平成30年４月１日より、社会福祉協議会に施設を

無償貸し付け、主体的な運営を事業者、いわゆる民間事業者へ移行し、運営を図るとし

ました。 

  その条件として、備品は無償譲渡、貸し付けた施設について市は修繕や建てかえを行

わない。ただし、現在不備なものについての修繕は、現状認識すり合わせながら協議等

を行うとしたところであります。 

  また、デイサービスの目的は、要介護利用者が在宅で生活を維持するための支援サー

ビスで、住みなれた地域で安心して暮らすためには、地域にはなくてはならない施設。

これに対する答弁として市長は、デイサービスは高齢者の在宅生活を支える上で大変重

要な地域に密着した施設と認識。今後も、地域や制度の動向等を注視するとともに、高

齢者福祉施策については市が責任を持ち、施設運営については民間活力を基本に進める

としたところであります。 

  そこで、社会福祉協議会とのソフト面、いわゆる高齢者福祉施策におけるデイサービ

ス運営の基本的考え方について伺います。 

  また、社会福祉協議会への貸し付け前の修繕については、現状認識をすり合わせなが

ら協議等行うとしていますが、（２）移行前整備方針について伺うものであります。 

  （３）社会福祉協議会の施設等整備方針について。 

  由利本荘市総合計画「新創造ビジョン」、基本政策３、笑顔あふれる健康・福祉の充

実の実施計画、これは主要事業の５カ年計画には、大内デイサービスセンター高台苑、

岩城地域、花ちゃん移設改築事業計画、また、矢島地域、福寿草の大規模修繕がうたわ

れていますが、平成30年４月１日より、社会福祉協議会に施設を無償貸し付け、主体的
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な運営、これは民間活力を基本というようなことに進めるとしたところであります。 

  その条件として、備品は無償譲渡、先ほども申し上げましたが、貸し付けた施設につ

いては、市は修繕や建てかえを行わないことにより、市としての大内デイサービスセン

ター高台苑等の移転改築事業の計画はなくなることになります。 

  市として必要とのことで、総合計画「新創造ビジョン」登載をした新築事業計画はな

くなることと解釈をしているところでもあります。そこで、社会福祉協議会への無償貸

し付けにおいてはどのような整備方針が示されているのか伺います。また、そうした協

議が行われているかも伺うところであります。 

  大項目４、ケーブルテレビについてであります。 

  （１）インターネット加入状況と今後の展望について。 

  ケーブルテレビは、市の出来事、議会中継、イベント、合併後の一体性の醸成などを

含め行政サービスの向上や災害時における緊急情報の提供、また、農業情報、気象情報

など含め地域の情報を家庭に届けてきたところであります。 

  加えて、近年は大容量のブロードバンドとして動画の閲覧やオンラインゲーム等多様

に利用され、通信と映像の区別がつかない状況にもなっております。そこで、インター

ネット加入状況と今後の展望について伺います。 

  （２）加入金額に沿った通信速度環境維持の考えについて。 

  ケーブルテレビに加入することでインターネットに加入でき、現在３本立ての料金体

系でサービスが行われております。 

  近インターネットの速度が落ち、動画の閲覧やオンラインゲーム等が使えない状態

があり、何とかしてほしいという利用者からの苦情ともとれる声を聞くことが多くなり

ました。加入金額に沿った通信速度の環境維持の考えについて伺います。 

  （３）民営化の考え方について。 

  ケーブルテレビ事業が採算ベースに見合うには、加入率35％と言われてから久しくな

りました。現在の加入率はその35％ほどで、少しずつではありますが、その機が熟して

きているものと考えます。 

  さて、高速通信回線によるコンピュータ・ネットワークや、これを利用した動画など

大容量のデータ送信サービス、いわゆるブロードバンドでありますが、技術革新により、

ＡＤＳＬや光ファイバー、ＣＡＴＶなどの有線通信技術、携帯電話等の各種情報通信技

術が急速に普及している環境にあります。 

  日進月歩のブロードバンドですから、通信速度維持などの専門知識や経験が求められ

ること、また、市職員の人事的観点から考えますと、職場の固定化傾向になりがちなこ

と、番組制作のための取材等は住民活動に沿う形で行われること、また、ニュース番組

制作の観点からは、よりスピード感を持ってが生命線であり、公務員の活動としては限

界があると考えます。そこで、より有機的に多様な活動ができるようにすることがケー

ブルテレビの将来にとって基本的に大事との観点から、民営化の考えについて伺うもの

であります。 

  以上であります。 

【１０番（伊藤順男君）質問席へ】 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 
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【市長（長谷部誠君）登壇】 

○市長（長谷部誠君） 伊藤順男議員の御質問にお答えいたします。 

  初めに、１、集中豪雨災害についての（１）集中豪雨における初動体制とその評価に

ついてにお答えいたします。 

  50年に一度に相当する大雨が予想される緊急時には、秋田地方気象台長が直接私に助

言する携帯電話によるホットラインを構築しておりますが、今回の災害では、電話はご

ざいませんでした。その後、気象台に確認したところ、由利本荘市は初動体制が確立さ

れていることが確認できたので、あえて助言しなかったとの回答がございました。 

  初動対応といたしましては、県北部で被害が発生し始めた７月22日午前から危機管理

課による警戒に入り、午後２時10分に災害警戒室を設置、午後８時に災害対策部、23日

午前７時に災害対策本部へ移行しながら全庁による警戒体制をとりました。 

  松本地区での対応といたしましては、夕方まで降っていた雨に対して、地元消防団に

よる水位監視と警戒活動をとっていたところ、午後８時に市北部周辺の記録的短時間大

雨情報が発表され、それから３時間後に急激な水位上昇により氾濫が発生いたしました。 

  これを受け、直ちに避難指示を発令し、消防団による巡回広報、浸水家屋からの救助

など応急活動を実施いたしました。 

  今回の豪雨は、経験したことがないほど急激な水位上昇を発生させ、氾濫を引き起こ

しましたが、このことを避難情報の発令基準の教訓として捉え、今後の災害対策へ生か

してまいりたいと考えております。 

  次に、（２）小羽広ダムの管理状況についてにお答えいたします。 

  小羽広ダムは、県が水害抑制対策として、貯水池における洪水調節を行うため芋川に

建設した防災ダムであり、県から委託を受け、市が管理をしております。 

  小羽広ダムでは、平常時には河川水の貯留は行っておりませんが、７月22日からの大

雨では、管理主任技術者の資格を持った職員が操作規程に基づき洪水時におけるゲート

の操作を行っております。 

  操作規程では、流入量の時間的変化を予測しながら、下流の水位に急激な変動が生じ

ないよう措置することとしており、今回の操作については、 大流入時においても約

10％の放流量で調節しており、ダムからの放流による下流域への影響はなかったものと

認識しております。 

  次に、（３）芋川氾濫の要因分析と知事への災害復旧要望の具体についてにお答えい

たします。 

  ７月22日からの大雨は、小栗山観測所で20時までの時間雨量約100ミリメートルを記

録し、気象庁においては記録的短時間大雨情報が発表されたところであります。 

  岩谷地区の浸水被害については、芋川上流部に近年に例を見ない局地的な大雨が降り、

平岫、松本、徳沢地区の未改修区間が氾濫したため、冠水した田んぼや河川区域外から

の水が集中的に下流の岩谷地区に流入したものと推察しております。 

  このため、芋川の北福田橋から加賀沢橋までの未改修区間につきましては、これまで

も繰り返し、市と市議会との合同要望を行ってまいりましたが、このたびの時間雨量約

100ミリメートルの局地的豪雨と４地区に避難指示が出されたことを受けて、緊急要望

として７月27日に北福田橋から加賀沢橋までの未改修区間の早期完成について、秋田県
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知事と秋田県議会議長宛てに市議会議長と連名で要望書を提出したところであります。 

  なお、河川改修の効果は下流側からの整備で発揮されることから、加賀沢橋より上流

につきましても、継続した要望活動を行ってまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

  次に、（４）羽広字軽井沢地内市道復旧についてにお答えいたします。 

  １級市道軽井沢・羽広・南外線は、大仙市南外地域へ連結し、大内地域の循環バス路

線でもある重要路線でありますが、現地を調査したところ、崩落した土砂を撤去した場

合、のり面の上部が二次崩落するおそれがあることから、暫定での開通については、や

むを得ず見送ったところであります。 

  今後については、公共土木施設災害復旧事業に向けて詳細の調査測量を実施し、査定

を経て、復旧工事に着手してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２、第三セクター経営状況についてにお答えいたします。 

  株式会社岩城は、平成26年４月に株式会社天鷺ワインを存続会社として、株式会社史

跡保存伝承の里天鷺村、岩城アイランドパーク株式会社の３社が合併し発足しておりま

す。 

  株式会社岩城全体の決算については、平成26年度が約349万円の赤字、平成27年度が

約402万円の黒字、平成28年度が約368万円の赤字となっております。 

  平成28年度の部門別決算内訳については、天鷺ワイン事業が約437万円の赤字、天鷺

村事業が約92万円の黒字、岩城アイランドパーク事業が約23万円の赤字となっておりま

す。 

  株式会社岩城では、経営計画書などにより、天鷺ワイン事業の経営改善を図り、会社

全体の黒字化を目指すとしており、市としても経営会議で指導を行うなど、経営強化の

サポートをしてまいります。 

  また、市の出資比率50％以上の第三セクターは６社あり、その経営状況については、

平成28年度決算で３社が黒字、残る３社が赤字で、平成28年度末の利益剰余金は１社を

除き、全てマイナスとなっており、全体的に厳しい経営状況が続いております。 

  第三セクターは、市から独立した法人格を持つ経営主体であることから、自立した経

営を行う責任があると考えておりますが、一方で、市民の健康増進や福祉の向上、観光

振興及び農業振興による地域の活性化や雇用に寄与している会社でもあります。 

  市といたしましては、今後さらに効率化、経営健全化の実現及び施設の目的を達成し、

市民福祉の向上や産業振興につながるよう適切に対応してまいります。 

  次に、３、公設デイサービスセンターの民間移行についての（１）デイサービス運営

の基本的考え方について、お答えいたします。 

  これまでの市社会福祉協議会との協議では、双方とも各地域のデイサービス施設は、

それぞれの地域になくてはならない施設であるという認識で一致しており、民間移行に

伴い、地域の利用者へのサービス提供がこれまでと変わるものではありません。 

  万一、施設運営から撤退する場合は、２年前までに申し入れすることなど、新たな民

間参入を含めて、サービス提供に空白が生じないよう施設の存続に係ることは十分な検

討期間を設けているところであります。 

  民間移行後は、市社会福祉協議会がサービス向上を含め、より主体的に運営すること
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になりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）移行前整備方針についてにお答えいたします。 

  公設デイサービス施設の民間移行計画は、利用者へのサービスを継続しながらも、市

が介護施設の整備について、新たな直接投資をしないことが前提であります。 

  このことから、施設修繕につきましては、民間移行準備ということではなく、現行の

指定管理協定に基づき、本議会に岩城、大内、由利地域の３施設分、総額1,300万円の

修繕費を計上したところでありますので、よろしく御審議くださいますようお願いいた

します。 

  また、新創造ビジョン実施計画の変更につきましては、内部的なローリング作業を終

えたところであり、今後、市議会に報告してまいりたいと考えております。 

  次に、（３）社会福祉協議会の施設等整備方針についてにお答えいたします。 

  公設デイサービス施設の民間移行計画は、現状の施設を無償貸し付けする計画であり、

貸し付け後の施設整備は、市社会福祉協議会で整備していくものであります。 

  貸し付け契約の詳細や今後の整備計画等については、現在も協議中であり、年内にま

とめる予定ですので、御理解をお願いいたします。 

  次に、４、ケーブルテレビについての（１）インターネット加入状況と今後の展望に

ついてにお答えいたします。 

  ケーブルテレビインターネットの加入件数につきましては、本年７月末時点で3,056

件となっております。 

  内訳としましては、回線速度に応じ、６メガ契約が2,061件、20メガ契約が794件、

200メガ契約は201件となっております。 

  市内の中でも、本荘地域など民間事業者のインターネット環境が整備されている地域

がある一方で、民間事業者のサービスが受けられない大内地域や東由利地域、本荘地域

の松ケ崎地区、石沢地区などのエリアには、ケーブルテレビインターネットが不可欠で

あると考えております。 

  今後につきましても、機会を捉え、テレビプラスインターネットの新規加入促進に努

めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）加入金額に沿った通信速度環境維持の考え方についてにお答えいたしま

す。 

  ケーブルテレビインターネットは、通信速度に応じ３段階の料金設定で運営しており

ます。 

  通信速度環境ですが、動画の高品質化やネットゲームなど、年々通信量が増加傾向と

なっており、利用者のアクセスが集中する平日では夕方から深夜帯、休日はお昼前後か

ら動画が一時的に視聴できないことがあります。 

  これまでも上位回線を増強し対応しておりますが、今定例会にも機器設定変更や上位

回線増強分の補正予算を計上しており、利用者ニーズに合った運営に努めてまいりたい

と考えております。 

  通信分野は、日々目まぐるしく成長しておりますので、通信環境の整備につきまして

は、新創造ビジョンでの調整を図りながら検討してまいりますので、御理解をお願いい

たします。 
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  次に、（３）民営化の考え方についてにお答えいたします。 

  ケーブルテレビ事業につきましては、平成25年度から伝送路施設の保守管理業務や、

番組制作取材業務の一部を外部の民間業者に委託し、効果的、効率的な運営に努めてい

るところであります。 

  今後は、データ通信量の増加や４Ｋテレビ放送など、新技術への対応が求められてお

り、これらを含め、安定的な運営を目指すため、第３次行政改革大綱において将来的な

安定運営を目指すための管理運営形態の方向性を検討することとしております。 

  ケーブルテレビの管理運営形態につきましては、伝送路維持、各種機器管理、料金の

課金・徴収、番組制作など、それぞれ各分野ごとに具体的な比較検討を行っております。 

  さらに、指定管理者制度や市が所有する通信設備を貸し出して運営している形態など、

他のケーブルテレビ局の実情について、現地調査するための補正予算を今定例会に計上

しております。 

  これらの結果を踏まえ、より具体的な比較検討を行ってまいりますので、御理解をお

願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君、再質問ありませんか。 

○１０番（伊藤順男君） 市長には御答弁ありがとうございました。 

  初に、１、集中豪雨災害について、（１）集中豪雨における初動体制とその評価に

ついて、和田台長から秋田魁新報に大々と穂積秋田市長だとか、大仙市の市長にメール

があったというようなことの報道が流れたもんですから、私はてっきり市長のほうにも

メールが流れたもんだろうなというふうに思っていたところでしたので、初動が早かっ

たので由利本荘市は要らないだろうというようなことで来なかったという答弁に解釈さ

せてもらっていたところでした。 

  そういう意味で、何でもそうでありますが、特に災害等に初動というのが も大切だ

というようなことで、このたび初動が早かったというようなことに対しては敬意をあら

わしたいもんだなと、このように思っているところであります。 

  その評価という部分ですが、これ、私が見たところなんですが、初動は早かったんで

す。初動は確かに早かったんですが、大内地域に避難等の指示が出たのが午後の７時で

す。22日の午後の７時に出たんです。その後に、松本地内に出たのが、それから４時間

10分後、岩谷地区に出たのが上川地区に出てから８時間30分後に出たわけです。このこ

との確認なんですが、これでよろしいんでしょうか。そのところをまず一度確認をした

いと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 当局の答弁を求めます。長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 時間のことでありますので、危機管理監から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 齋藤危機管理監。 

○総務部危機管理監（齋藤裕一君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

  今、伊藤議員からございましたように、当初22日土曜日の19時に大内、小栗山のグミ

カ台地区に避難指示を発令をしております。その後、同日の23時10分に大内松本町内、

平岫地区に避難指示、続きまして、岩谷の１区から４区につきましては翌日の３時30分

に、また、岩谷の５区につきましては５時20分に避難指示を発令しております。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 出された書類がそういうふうになっていますので、そのことに

間違いないなと思っているんですが、実は、小羽広ダムで水を放流しますと、岩谷まで

４時間で来るんです。ということは、上川地区に100ミリメートルの雨が降ったという

７時ころ、８時ですね。８時から数えて４時間後には、もう既に岩谷まで水が来ている

という状況になるわけです。私、先ほど質問の中でも申し上げたんですが、地域特性の

把握が重要だとこう申し上げたのはそのことだったんです。もう100ミリメートル降っ

た雨、その前に60ミリメートルも降っているんです。その雨が４時間でもう岩谷に来て

いるという、なぜ私がこういうことを言うかといいますと、11時にはもう既に松本地内

が水であふれて、車４台が水没するとか、そういうような状況になっているんです。そ

こで避難の指示が出ているというようなことですから、非常に早く立ち上げたというと

ころまでは、私はそこまではすばらしいことだなと実は思っているんですが、その後の

ことがどうもうまくいかなかったのでないかなというような感をしております。このこ

とについて、市長が７月25日の新聞だったでしょうか。避難情報は市民の安全を 優先

に、空振りを恐れず早目に発令をしたと。これは、先ほど市長が答弁したとおりのとこ

ろではないかと思うんです。迅速な応急につながったと、改めて初動の重要性を認識し

たとこのようになっているんです。こういうふうな新聞報道されたんです。その中のと

ころが私ちょっと問題だったかなと。その辺について、市長どのようにお考えかお聞き

したいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 今回の大雨災害につきましては、いろいろ私から部長支所長会議

の中でも今回の一連の対応の反省点を洗い出して、今後に生かしていくように指示をし

たところでありますが、大内の芋川については、私も何度か被害を見ております。非常

に地域の特徴といいますか、原始河川でありますので、上流の雨が下流に来るまで数時

間かかるというのも承知いたしておりますが、そういったことも含めて、これからの危

機管理のほうで対応するわけですので、大内総合支所との、例えば連携なんかももっと

密にしていかなければならないなと、そういう反省点ございますので、それを洗い出し

て今後に生かしてまいりたいとこのように考えております。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 市長も大内のことについては相当詳しい、水害も何回も見てい

るというようなことです。やっぱり小羽広ダムから岩谷、ダムで放流した水が４時間で

来るのだと。今回は恐らく４時間かからないで来たものだと私は思っています。そうし

た地形的なもの、それはどういうことかといいますと、上川地区というのは雨と水害の

ないところなんです。急なところ、平岫地内、下川地区に入って、そこから1,000分の

１の勾配で来ていると、このことが水害の原点になっているというようなことですので、

今、市長は今後のいろいろなことに反映をしたいとそういう話でありますので、ぜひそ

の反省点等々も含めて、今後の対策に生かしていただきたいもんだなとこのように思い

ます。よろしくひとつお願いいたします。 

  （３）芋川氾濫の要因分析と知事への災害復旧要望の具体について、知事に対する要
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望書というようなことで、これも何回もやられていることだと思います。今回大事なと

ころは、この計画区間のところの中で、県はこれまで金崎の橋のところまでできること

によって、水はけが相当よくなって、水害がなくなるのでないかというそういう意識も

あるわけです。ところが、今回の水害を見ますと、そういうことは絶対ないと言っても

過言でないわけです。というのは、平岫から、いわゆる金崎の橋まで約８つの橋がある

んですが、橋、橋が全部狭いわけです。その橋、橋で全部とまって、それで水害になっ

ていると。川幅も狭いんですが、川幅が狭いということは橋も狭いという当然そういう

ことになるわけですけれども、ですから、河川改修なくして水害はおさまらないのだと

いうようなこと。とりわけ松本地内においては、県単事業で一応河川改修は終わってい

るというそういう認識を県は持っています。ところが、今回その松本地内が大変な被害

を受けたというようなことでありますから、県がそういうような認識を持っていたとし

ても、違うもんだと、やっぱり平岫まで基本的にここの河川改修をやってもらわなけれ

ばならないのだということを市長には肝に銘じていただいて、何とか県のほうにＰＲし

て、知事のほうに要望していただきたいとこのように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 県に対する要望というのは、私は県議会議員の当時から、この芋

川についてはずっとお願いをしてきているわけでありますが、岩谷地区については、当

時の村岡官房長官時代に緊急の整備事業として約30億円ですか、その区間が短期間で整

備されたわけですが、その後、上流に向かってなかなか思うとおりに進まないというの

が実情であります。県にはもう再三お願いして、いつも氾濫する箇所というのはもう決

まっているんだと。ですから、そこで改修が終わったんでなくて、やっぱり上流、ずっ

と河川改修を継続していってもらわないと、いつまでもたっても原始河川なので、大雨

のたびに災害が発生するということを再三申し上げているわけであります。 

  知事も、先日松本にお見えになりました。実際に歩道のアスファルトもはがれている

その後に来ましたので、ここは全部アスファルトで、国道もかさ上げしたんだと、それ

をオーバーして冠水していると、そういうようなことで知事にも何回も強く要望いたし

ました。知事自身も県単独ではなかなか予算的に厳しいので、国に対してお願いもして

いきたいというお話を私にしておりますので、県と連携をとりながら国のほうにお願い

をしてまいりたいとこう考えております。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） どうかひとつよろしくお願いをいたします。平成９年、10年と

いうことで、連続して大雨によって浸水やら、住宅の被害やらいろいろあったわけです

が、私その年に加賀沢町内の稲刈りを見ております。これ何だろうなと、火事にでもな

ったような煙がもうもうと稲刈りのときに出ているわけです。浸水をして、冠水をして

と言うんでしょうか。冠水をして、そのごみが稲に付着しているものですから、当然稲

も倒れている。その稲を棒で上げて、倒れているのを起こして、その起こした土ぼこり

が舞っていると。農家の方々からは、農機具が壊れて、米のお金よりも農機具代がかさ

むとこういうような話であります。今回はそこまでいかないかもしれません。これは大

変な話でありますので、どうか市長はそのあたりも含めてお願いをしたいなというふう

に思います。 
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  河川改修の件はこれぐらいにしたいと思います。 

  ２、第三セクターの経営状況についてでありますけれども、それぞれのセクター、私

は必死に頑張っているものだとこういうふうに思います。だけれども、余りにも給料が

安いとか、そういうようなことがよく聞かれます。そういうところに人材が集まらない

というふうに私思います。やっぱりその人材をどういうふうにして確保していくのかと

いうようなことも含めて経営だというふうに思います。 

  それと同時に、この決算書等々、さっき市長から当時３社が赤字というようなことと

か、株式会社岩城の部門別等々についてもお聞きしたわけですが、黒字にはなっても、

キャッシュフロー、いわゆる現金がどのぐらいあって、どういうふうにそれが動いてい

るのかというキャッシュフロー、これが相当厳しいものだろうなと。黒字とキャッシュ

フロー、現金があるとは全く違うことだというふうに経営では考えなければならないわ

けです。その辺のことはどういうふうな感じを持っておられるか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 商工観光部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 堀商工観光部長。 

○商工観光部長（堀良隆君） ただいまの伊藤議員の再質問にお答えいたします。 

  今、伊藤議員がおっしゃいましたとおり、黒字経営でありながらキャッシュの不足と

いうことで、会社が大変な事態に陥るということは一般的に知られていることだと考え

ております。第三セクターにおきましても、黒字経営、赤字の経営の厳しいところが多

い中で、やはりキャッシュフローの確保ということが大変重要であると考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 企業をやっている方であれば、キャッシュフローがいかに重要

であるかということは当然の話であります。私、なぜここでこういう質問をしたかとい

いますと、ふだん日ごろからやっぱり我々は順調に推移しているもんだろうと、このよ

うに第三セクターのことを認識しているわけです。前回の私の質問のことも言いました。

黒字になるように頑張ると、あるいは大河ドラマの「真田丸」の件でこういうふうに盛

り上がるというようないいことを聞いていたので、基本的にいいもんだろうと、いい経

営をしているんだろうというふうに思っていたんです。ところが、そうでもないという

ようなことですから、やっぱり議会にも、今こういう状況で厳しい状況だというような

ことで、何かあれば大変だというようなことも含めて、やっぱり常に情報を発信しても

らわなければ、私はいけないものだというふうに思います。質問で、このような形でど

うだというような話では私はならないのかなというふうに思っていますが、その辺いか

がでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 小野副市長。 

○副市長（小野一彦君） ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

  株式会社岩城に関しましては、３社それぞれ課題を持ちながら、それぞれがプロセス

を踏みながら、今一生懸命、一体化ですとか、あるいはそれぞれの経営資源を生かした

取り組みというのをやっておりますけれども、先ほど部長申し上げましたように、キャ
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ッシュフローの部分、例えば仕掛かり品の関係ですとか、あるいはいわゆる生産管理、

原価の関係とか材料の調達、そういうような部分について、人材の育成とあわせまして、

今ちょうど研修に行ってもらったりやっておるところでございます。そういう状況です。

あと、地元のプラム部会も今、大内の農家の方も会長になられて、そして、プラム部会

ではないんですけれども、矢島の若いブドウ農家も一緒になって今取り組んでいます。

そういうような状況もあわせまして、財務状況、そして今の状況、そういう部分につき

まして、ほかの地域の三セクも含めましてその都度御報告申し上げながら頑張っていき

たいと思いますので、御理解のほどお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 大項目３、公設デイサービスセンターの民間移行についての

（３）の社会福祉協議会の施設等整備方針について伺います。 

  先ほども質問で申し上げたんですが、市として新築だということで、総合計画に登載

をしたけれども、ローテーションはこれはありきですよと。そこまでは私は納得します。

ただし、社会福祉協議会が、市が新築をしなければいけないというような計画を立てた

にもかかわらず、社会福祉協議会にそのまま貸し付けだよという、社会福祉協議会とし

てはどういうような形でその建物を維持し、あるいは、市は必要だということで新築の

計画までしているというようなことの整合性をどのようにとっていくのかということを

私は質問したつもりなんです。市の計画があって、社会福祉協議会にそのまま貸し付け

たからそのままでいいのだと。だけれども、これからの協議の中で、そういうようなも

のを含めて協議されるというふうに、私はそんな形で聞いたような気もするんですが、

基本的に市の総合計画にあるものがなくなって、社会福祉協議会に貸し付けをしたと。

それであと知らないというようなことになるというのは、これ私はとんでもない話では

ないかとこのように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 健康福祉部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 太田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田晃君） ただいまの伊藤議員の再質問にお答えいたします。 

  この全ての施設に関しまして、いずれ老朽化が来て、その施設の寿命が尽きるときが

まいります。そこに関しましては、６月議会で市長が答弁していますとおり、基本的に

高齢者施策に関しては市が責任を持つ。そして、施設に対する投資、運営に関しては民

間の力を導入していくというふうなところを基本姿勢にしております。ですので、現在

の施設がこれ以上使用に耐えられないとなったときには、国の制度の状況、それから社

会状況、それから、現在、市と社会福祉協議会では、この施設は地域になくてはならな

い施設だというふうなことで認識は一致しておりますので、その地域特性に合わせた、

必要があれば高齢者施策の一つとして民間が進出できる環境の整備というのを市が取り

組みながら進めていきたいというふうな考えでおります。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） その話は前にも聞きましたし、わかっているつもりです。だけ

れども、市が基本的に必要だということで、総合計画で当初は平成29年度の新築と、改
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築をするということまで決定して、それが延びて32年度にしたんでしょうか。今回のこ

とがあるから32年度にしたと、必要だというような中でやってきたわけです。そうした

ときに、今、社会福祉協議会のほうに施設を貸し付けをすると。市が必要だというもの

をそのまま貸し付けするということは、それはまず基本的にいいんです。だけれども、

その協議の中で、社会福祉協議会が今後どういうような計画でその建物を活用すると、

あるいはこういうふうなものにしていくと。サービスということには私は２つの意味が

あると思っているんです。当然ソフト面のサービス、ハード面のサービス。きちんとし

た建物でサービスすることもサービスなんです。そういうようなことも含めて、全体の

中でサービスということが私はうたわれるもんだと思います。ですから、そこで、社会

福祉協議会とそういう貸し付けの段階でどういうような話し合いがされるかということ

をお聞きしたいわけです。 

○議長（鈴木和夫君） 太田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田晃君） 詳細に関しましては、基本的にこの民営化計画に関しまし

て、社会福祉協議会から了承という返事はいただきましたけれども、詳細につきまして

は、現在まだ事務レベルでの協議中でございます。これから、先ほど市長答弁で申し上

げましたとおり、年内にそのあたりを詰めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） わかりました。ぜひこのことは協議の議題としてきちんと、や

っぱりただ貸し付けというような形にならないように、社会福祉協議会としてもこうい

うような整備方針で物事をやりたいというような形になるように詰めていただければと

このように思います。 

  ４、ケーブルテレビについて、（２）加入金額に沿った通信環境維持の考え方につい

ての件に移りたいと思います。 

  ケーブルテレビ、私、当初、「伊藤さん、何とインターネットを使うにしても全然話

にならないんでないか」というようなことをぽつらぽつらと聞いていたんです。いや、

そうかなと。そういえば自分のやつも遅くなったなと、いらいらするようになったなと

いう感はあったんですが、いろいろ 近方々と交わる機会というか、会う機会がありま

して、あちらこちらにそういうような話が出るようになりました。これは、料金をいた

だいてサービスをやっていると、６メガ、20メガ、200メガというようなことですので、

６メガならば仕方ないというようなことなんですが、20、200というそのあたりにおい

てもそういう傾向があるわけです。今、機械の設備の整備をするというようなことであ

りますが、その設備、どのぐらいの設備をしてこうなるというようなことがあるのか、

その辺のことについてお聞きします。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 企画調整部長から答えさせます。 

○議長（鈴木和夫君） 佐藤企画調整部長。 

○企画調整部長（佐藤光昭君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  先ほど市長が答弁いたしましたように、インターネットの環境につきまして２つの改

善を行うための補正予算を今定例会に計上してございます。１つは、機器設定の変更と
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いうこと、それから、２つ目が上位回線との増強ということの２点の改善を行おうとす

るものでございます。 

  機器環境の設定につきましては、インターネットから 初にファイアウオールという

ところを経由して接続していくわけですけれども、現在、１個のファイアウオールを経

由しているものを２つのファイアウオールを並列につなぎまして、そこの情報の通行量

を緩和させようとする変更が１点でございます。 

  それから、インターネットの上位回線と接続する部分の容量を800メガから1,000メガ

にふやしまして、情報が通りやすくするような改善をしたいという２つの改善を今定例

会にお願いしておりますので、少しでも改善につながるものというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） ファイアウオール、今まで水道の蛇口でいえば１つしかないも

のをバイパスというんですか、２つにして通りをよくするというようなことで、上位回

線800から1,000にすると。私、お金に見合ったスピードが必要だというようなことで質

問させてもらっているんですが、これでどのぐらい改善をするのか。これをはかる、ス

ピード感というんですか、インターネットの速度がどのぐらいあるとか、そういうはか

ることとか何とかできるもんですか。そのあたりも含めて、どのような形になるのかと。

これで相当改善されるという、相当というのは、言葉が相当なんですけれども、我々の

目に見えない、国道の車が相当改善されたとかというのはすぐわかるんですが、その辺

のところはどういうことになりますか。 

○議長（鈴木和夫君） 佐藤企画調整部長。 

○企画調整部長（佐藤光昭君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  通行量といいますか、情報の流れる改善につきまして、具体的に言葉でこういうもの

がこうなるというふうに表現するのは非常に難しいことでございます。ただ、先ほどフ

ァイアウオールを並列に２個にふやすというふうにお話させていただきましたが、３つ

の契約、３段階の契約の制度を持っておりますけれども、その中で200メガの加入者の

部分を独立させて、新たなファイアウオールを経由するというような仕組みにしたいと

いうふうに考えております。 

  これが伊藤議員おっしゃるように、じゃ、具体的にどれがどのようになるのかという

のは非常に難しいわけですけれども、少しでも改善につながることは確実だというふう

に思っておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 私もどのぐらい、水道のパイプであれば、これ100だから200で

あれば倍いくとか、３倍もいくというのはわかりやすいんですが、そういう意味では、

非常にこう―ただし、市民がお金を払ってサービスを受けているわけです。このこと

をきちんと受けとめていただかないと、例えば、本荘市街のあたりは大丈夫です。けれ

ども、大内のあたりとかそういうところは選択肢がないわけです。ケーブルテレビ網が

あるために、光とかそういうのが来ないというようなことがあるわけです。そういうよ

うなことも含めて、きちんとこういうふうになるというようなことを示していただかな
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いと、非常にふぐあいなのかなと思いますので、今回のこれで終わりなのか。今後どう

いうような計画でいるのか。そのことについてもお聞きしたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 佐藤企画調整部長。 

○企画調整部長（佐藤光昭君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  先ほど市長が答弁しておりますけれども、今回の補正予算でそういう改善をさせてい

ただくということ。それから、その後に、さらにその通信機器関係の整備につきまして

は、新創造ビジョンの中で整合を図りながら検討していくというふうに答えております

ので、そのようにしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 新創造ビジョンという言葉、私も先ほど市長の答弁で聞きまし

た。ただし、このことは、新創造ビジョンのどのところに位置しているのかわかりませ

んが、早急に対応しなければ、大変申しわけない言い方ですが、これはもう、何ていう

表現したらいいかちょっとわからないんですが、そういうようなことになりかねないと

いう事態だと私は認識しています。ですから、新創造ビジョンというようなことではな

くて、なくてというよりも、来年度にきちんとした予算配置をして、こういうふうにし

てやりたいというそういう姿勢が私は必要だというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木和夫君） 佐藤企画調整部長。 

○企画調整部長（佐藤光昭君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  先ほど市長が答弁しておりますように、今、伊藤議員おっしゃられましたように、民

間のインターネット業者が参入していないところでは不可欠な事業でございますので、

これは推進していかなければならないという大前提に立っております。その上で、今回

の通信環境の整備につきましても、補正予算ということで対応させていただきました。

この改善によってどの程度改善されるのか、様子を見ながら新創造ビジョンの中のいろ

いろな事業をローリングする中で調整しながら、もし、効果が薄いようであれば、早急

に対応するようなことも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） よろしくどうぞお願いします。 

  （３）民営化の考え方についてであります。 

  ケーブルテレビの職員の皆さん、いろいろな形で努力して頑張っておられるなという

ふうに思っておりまして、そういう意味では大変御苦労だなと。日曜日あるいは夜昼問

わずというようなことも含めて頑張っておられるということについては何も申し上げる

ことはないわけであります。ただし、これはやはりどう考えても民間的な機動性のある、

そういうような位置づけの中で民営化に向かっていくべきではないのかなと。先ほど市

長はそういうような、あちらこちらの先進事例等々見ながら研究をしていくというよう

なことでありますけれども、このことについて、市長、もう一度、やっぱりこれはその

事例を見るのはいいんですが、いつごろまでこういうふうにしたいというようなことが

いつの時点でそういうふうになるのか。その辺の結論づけというんでしょうか。いつま

でこんな形にしたいというようなことがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（鈴木和夫君） 長谷部市長。 

○市長（長谷部誠君） 先ほども答弁いたしましたが、今、各分野ごとに具体的な比較検
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討を行っております。今回のこの議会にも現地調査するための補正予算を計上させてい

ただいております。そういった調査等を踏まえて、これらを総合的に比較検討してまい

りたいとこのように思います。 

○議長（鈴木和夫君） 10番伊藤順男君。 

○１０番（伊藤順男君） 終わります。ありがとうございました。 

○議長（鈴木和夫君） 以上で、10番伊藤順男君の一般質問を終了いたします。 

………………………………………………………………………………………………………… 

○議長（鈴木和夫君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

  明日は午前９時30分より引き続き一般質問を行います。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

午後 ３時３８分 散  会 

 

 


